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第１章 計画の基本事項 
 
１．計画改定の趣旨 

本市では、平成 13 年（2001 年）３⽉に、すべての市⺠が健全で恵み豊かな環
境を確保するとともに、これが将来の世代に継承されることなどを基本理念とした安城市
環境基本条例を制定しました。その理念の着実な実現に向け、同年同⽉に安城市環
境基本計画（第１次計画）を策定し、環境の保全及び創造に関する施策を総合的
かつ計画的に推進してきました。 

令和３年（2021 年）３⽉には、「環境負荷の少ない、⼈と⾃然が共⽣しているま
ち」を理想とするまちとして掲げた第２次安城市環境基本計画（第２次計画）を策定
し、計画の推進に努めています。 

本市は、第２次計画策定後の令和４年（2022 年）５⽉に、2050 年の温室効
果ガス※排出量の実質ゼロを目指す⾃治体「ゼロカーボンシティ」として、市⺠・事業者と
共に脱炭素※社会の実現に向けて取り組むことを表明しました。同年同⽉には、「ＳＤ
Ｇｓ未来都市」に選定され、「安城ならではの公⺠連携によるウェルビーイング※な脱炭
素社会の実現」に向けた取組を進めています。 

令和６年（2024 年）３⽉には、第９次安城市総合計画を策定し、目指す都市
像として「ともに育み、未来をつくる しあわせ共創都市 安城」を掲げ、⼦どもを核とした
まちづくりを推進しています。総合計画における環境⾯においては、重点戦略の１つであ
る「⼦どもを育む安らぎの「ばしょ」」を築くプロジェクトとして、豊かな環境と限りある資源を
未来につなぐまちづくりを進めています。 

また、令和７年（2025 年）３⽉には、第２次計画に内包していた地球温暖化対
策の推進に関する法律※第 21 条に基づく地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）
及び気候変動適応法※第 12 条に基づく地域気候変動適応計画を分離、独⽴させた
安城市ゼロカーボンシティ推進戦略を策定しました。令和 12 年度（2030 年度）の温
室効果ガス排出量を平成 25 年度（2013 年度）⽐で 46％以上削減する目標を掲
げ、温室効果ガス排出量の削減とともに、地域経済の活性化や快適で豊かな暮らしを
実現し、安全・安⼼で誰もが住みたくなる魅⼒あふれるまちを目指し、実効的な施策を
推進しています。 

これらの第２次計画策定以降の本市の状況や第２次計画の進捗状況、社会情勢
の変化を踏まえ、計画期間の中間年にあたる令和８年（2026 年）３⽉に、改定を
⾏いました。 
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■表 安城市環境基本計画策定以降の市・県などの動き 
年度 安城市 愛知県 国 国際社会 

平成 12 年度 
（2000 年度）

○「安城市環境基本条例」制
定【3 ⽉】 

○「安城市環境基本計画」策
定【3 ⽉】 

  ○「⾷品循環資源の再⽣利⽤
等の促進に関する法律」制
定【6 ⽉】 

 

 

平成 13 年度 
（2001 年度）

○安城市せん定枝リサイクルプラ
ント設置【4 ⽉】 

 ○「新・⽣物多様性国家戦略」
決定【3 ⽉】 

 

平成 14 年度 
（2002 年度）

○安城北部リサイクルステーショ
ン設置【6 ⽉】 

○安城南部リサイクルステーショ
ン設置【11 ⽉】 

○「第 2 次愛知県環境基本計
画」策定【9 ⽉】 

○「県⺠の⽣活環境の保全等に
関する条例」制定【3 ⽉】 

○「地球温暖化対策の推進に
関する法律」改正【6 ⽉】 

○「使⽤済⾃動⾞の再資源化
等に関する法律」制定【7⽉】

  
  

平成 15 年度 
（2003 年度）

○桜井リサイクルステーション設
置【6 ⽉】 

○作野リサイクルステーション設
置【12 ⽉】 

  

  ○「資源の有効な利⽤の促進
に関する法律」改正 【4 ⽉】 

○「環境の保全のための意欲の
増進及び環境教育の推進に
関する法律」制定【7 ⽉】 

  

平成 16 年度 
（2004 年度）

    ○「特定外来⽣物による⽣態
系等に係る被害の防止に関
する法律」制定【6 ⽉】 

○ＥＵ域内排出量取引制度
開始【1 ⽉】 

○「気候変動に関する国際連
合枠組条約の京都議定書
（京都議定書)」発効【2 ⽉】 

平成 17 年度 
（2005 年度）

○三河安城リサイクルステーショ
ン設置【10 ⽉】 

○「安城市ポイ捨て及びふん害
の防止に関する条例」改正
【11 ⽉】 

○「安城市環境基本計画」第 1
次改定【3 ⽉】 

  
  

○「京都議定書目標達成計
画」閣議決定【4 ⽉】 

○「⾷育基本法」制定【6 ⽉】 
○「地球温暖化対策の推進に

関する法律」改正【6 ⽉】 
 

 

平成 18 年度 
（2006 年度）

   ○「地球温暖化対策の推進に
関する法律」改正【3 ⽉】 

 

平成 19 年度 
（2007 年度）

○御幸本町リサイクルステーショ
ン設置【4 ⽉】 

○「安城市⼀般廃棄物処理基本
計画 2008〜2017（平成
20〜29 年度）」策定【3 ⽉】 

○「第 3 次愛知県環境基本計
画」策定【3 ⽉】 

○「クールアース 50」発表【5
⽉】 

○「第三次⽣物多様性国家戦
略」(閣議決定) 【11 ⽉】 

○「クールアース推進構想」発表
【1 ⽉】 

○第 33 回主要国首脳会議(ハ
イリゲンダムサミット)【6 ⽉】 

○「京都議定書」第⼀約束期
間開始【1 ⽉】 

平成 20 年度 
（2008 年度）

  ○「⽣物多様性基本法」制定
【6 ⽉】 

○「地球温暖化対策の推進に
関する法律」改正【6 ⽉】 

○「低炭素社会づくり⾏動計
画」閣議決定【7 ⽉】 

○第 34 回主要国首脳会議
(北海道洞爺湖サミット) 【7
⽉】 

○国際再⽣可能エネルギー機
関(IRENA)設⽴会合【1 ⽉】

平成 21 年度 
（2009 年度）

○「安城市環境基本計画」第 2
次改定【3 ⽉】 

  
  
  

○環境対応⾞普及促進税制
開始【4 ⽉】 

○「太陽光発電の新たな買取
制度」開始【11 ⽉】 

○「新成⻑戦略(基本⽅針)」
閣議決定【12 ⽉】 

○地球温暖化防止のための国
⺠運動「チャレンジ 25 キャン
ペーン」展開【1 ⽉】 

○地球温暖化対策に係る中
⻑期ロードマップの提案〜環
境大臣 小沢鋭仁 試案〜
【3 ⽉】 

○ 「 ⽣ 物 多 様 性 国 家 戦 略
2010」閣議決定【3 ⽉】 

○「気候変動サミット」開催【9
⽉】 

平成 22 年度 
（2010 年度）

   
  

(東日本大震災発⽣) 【3 ⽉】 ○「⽣物多様性条約第 10 回締
約国会議(COP10)」の開催
(日本・愛知)「愛知目標」【10
⽉】 

○「気候変動枠組条約第 16
回締約国会議(COP16)」の
開催(メキシコ・カンクン)「カン
クン合意」【11 ⽉】 
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年度 安城市 愛知県 国 国際社会 

平成 23 年度 
（2011 年度）

○「秋葉いこいの広場環境学習
センター」開設【4 ⽉】 

○御幸本町リサイクルステーショ
ン閉鎖【7 ⽉】 

○作野リサイクルステーション移
転、新安城リサイクルステーシ
ョン開設【9 ⽉】 

  
  

○「環境教育等による環境保全
の取組の促進に関する法律」
制定【6 ⽉】 

○「気候変動枠組条約第 17
回締約国会議(COP17)」の
開催(南アフリカ・ダーバン)「ダ
ーバン合意」【11 ⽉】 

平成 24 年度 
（2012 年度）

○「安城市⼀般廃棄物処理基
本計画 平成 20〜29 年度
(2008 〜 2017) 後 期 計 画
（平成 25 年〜平成 29 年
度）」策定【3 ⽉】 

○ 「 あ い ち ⽣ 物 多 様 性 戦 略
2020」策定【3 ⽉】 

○「第四次環境基本計画」(閣
議決定) 【4 ⽉】 

○「使⽤済小型電⼦機器等の
再資源化の促進に関する法
律」制定【8 ⽉】 

○ 「 ⽣ 物 多 様 性 国 家 戦 略
2012-2020」閣議決定【9
⽉】 

○「地球温暖化対策の推進に
関する法律」改正【3 ⽉】 

○「気候変動枠組条約第 18
回締約国会議(COP18)」の
開催(カタール・ドーハ)「ドーハ
気候ゲートウェイ」【11 ⽉】 

  

平成 25 年度 
（2013 年度）

     

平成 26 年度 
（2014 年度）

○総合リサイクルステーション（エ
コらんど）設置【11 ⽉】 

○「安城市さわやかマナーまちづ
くり条例」制定【12 ⽉】 

○「第 4 次愛知県環境基本計
画」策定【5 ⽉】 

○「エネルギー基本計画」(閣議
決定) 【4 ⽉】 

 

平成 27 年度 
(2015 年度) 

  ○国⺠運動「COOL CHOICE」
開始【6 ⽉】 

○「気候変動の影響への適応
計画」(閣議決定) 【11 ⽉】 

○「地球温暖化対策の推進に
関する法律」改正【3 ⽉】 

○「我々の世界を変⾰する︓持
続可能な開発のための 2030
アジェンダ」の採択(国連サミッ
ト)【9 ⽉】 

○「気候変動枠組条約第 21
回締約国会議(COP21)」の
開催(フランス・パリ)「パリ協
定」採択 【11 ⽉】 

平成 28 年度 
(2016 年度) 

○「安城市環境基本計画」第 3
次改定【4 ⽉】 

○安城南部リサイクルステーショ
ン閉鎖【3 ⽉】 

 ○電⼒の小売全⾯⾃由化【4
⽉】 

○「地球温暖化対策計画」(閣
議決定) 【5 ⽉】 

○「パリ協定」発効【11 ⽉】 

平成 29 年度 
(2017 年度) 

〇中部リサイクルステーション設
置【4 ⽉】 

○「安城市⼀般廃棄物(ごみ)
処 理 基 本 計 画 2018 〜
2027」を策定【3 ⽉】 

 ○都市ガスの小売全⾯⾃由化
【4 ⽉】  

○「G20 海洋ごみ⾏動計画」採
択(G20 ハンブルク・サミット) 
【7 ⽉】 

○「気候変動枠組条約第 23
回締約国会議(COP23)」の
開催(ドイツ・ボン)「タラノア対
話の実施プロセスの決定」【11
⽉】 

平成 30 年度 
(2018 年度) 

〇新安城リサイクルステーション
閉鎖【11 ⽉】 

○「秋葉いこいの広場環境学習
センター」閉館【3 ⽉】 

 
  

○「愛知県地球温暖化対策推
進条例」制定【10 ⽉】  

○「あいち地球温暖化防止戦
略 2030」策定【2 ⽉】  

○「第五次環境基本計画」(閣
議決定) 【4 ⽉】 

○「気候変動適応法」制定【6
⽉】 

○「第5次エネルギー基本計画」
(閣議決定) 【7 ⽉】 

○「気候変動適応計画」(閣議
決定)【11 ⽉】 

  
  

平成 31 年度 
(令和元年度) 
(2019 年度) 

○柿⽥公園管理事務所「エコき
ち」開設【4 ⽉】 

 

  
  
  

○「海洋プラスチックごみ対策アク
ションプラン」策定【5 ⽉】 

○「プラスチック資源循環戦略」
策定【5 ⽉】 

○「⾷品ロスの削減の推進に関
する法律」制定【5 ⽉】 

○「パリ協定に基づく成⻑戦略と
しての⻑期戦略」閣議決定
【6 ⽉】 

○「G20 海洋プラスチックごみ対
策実施枠組」採択(G20 大
阪・サミット) 【11 ⽉】 

  
  

令和２年度
(2020 年度) 

〇三河安城リサイクルステーショ
ン閉鎖【5 ⽉】 

○「安城市地球温暖化対策実
⾏計画（事務事業編）」策
定【3 ⽉】 

○「第 2 次安城市環境基本計
画」策定【3 ⽉】 

○「愛知県気候変動適応計
画」策定【7 ⽉】 

○「第 5 次愛知県環境基本計
画」策定【2 ⽉】 

○ 「 あ い ち ⽣ 物 多 様 性 戦 略
2030」策定【2 ⽉】 

○「あいち⾃動⾞ゼロエミッション
化加速プラン」策定【3 ⽉】 

○プラスチック製買物袋有料化
【7 ⽉】 

〇「2050 年カーボンニュートラ
ルに伴うグリーン成⻑戦略」
策定【12 ⽉】 
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年度 安城市 愛知県 国 国際社会 

令和３年度 
（2021 年度）

 ○「高浜川水系油ヶ淵水質浄
化 促 進 ⾏ 動 計 画 2021-
2030（油ヶ淵ルネッサンス計
画）」策定【4 ⽉】 

○「愛知県廃棄物処理計画
（愛知県⾷品ロス削減推進
計画）」策定【2 ⽉】 

○「あいちサーキュラーエコノミー
推進プラン」策定【3 ⽉】 

○「地球温暖化対策の推進に
関する法律」改正【6 ⽉】 

○「プラスチックに係る資源循環
の促進等に関する法律」制定
【6 ⽉】 

○「地球温暖化対策計画」閣議
決定【10 ⽉】 

○「第６次エネルギー基本計
画」閣議決定【10 ⽉】 

○「パリ協定に基づく成⻑戦略と
しての⻑期戦略」閣議決定
【10 ⽉】 

○「気候変動適応計画」閣議決
定【10 ⽉】 

○「⽣物多様性条約第15回締
結国会議（COP15）第⼀
部」の開催（中国・昆明）
「昆明宣言」【10 ⽉】 

○「気候変動枠組条約第26回
締結国会議（COP26）」の
開催（イギリス・グラスゴー）
「グラスゴー気候合意」【10
⽉】 

令和４年度 
（2022 年度）

○ゼロカーボンシティ表明【5 ⽉】 
○ＳＤＧｓ未来都市選定【5

⽉】 
○「安城市地球温暖化対策実

⾏計画（事務事業編）」改
定【5 ⽉】 

○篠目リサイクルステーション設
置【10 ⽉】 

○「安城市⼀般廃棄物処理基
本計画」策定【2 ⽉】 

 

○「あいち地球温暖化防止戦略
2030（改定版）」策定【12
⽉】 

○「愛知県気候変動適応計画」
改定【12 ⽉】 

○「地球温暖化対策の推進に
関する法律」改正【7 ⽉】 

○ 「 ⽣ 物 多 様 性 国 家 戦 略
2023-2030」閣議決定【3
⽉】 

 

○「気候変動枠組条約第27回
締結国会議（COP27）」の
開催（エジプト・シャルム・エ
ル・シェイク）「シャルム・エル・
シェイク実施計画」【11 ⽉】 

○「⽣物多様性条約第15回締
結国会議（COP15）第二
部」の開催（カナダ・モントリオ
ール）「昆明・モントリオール⽣
物多様性枠組」【12 ⽉】 

令和５年度 
（2023 年度）

○「安城市地球温暖化対策実
⾏計画（事務事業編）」改
定【9 ⽉】 

○プラスチック資源⼀括回収開
始【1 ⽉】 

○「第 9 次安城市総合計画」策
定【3 ⽉】 

 

 
 

○「気候変動適応法」改正【5
⽉】 

○「気候変動適応計画（⼀部
変更）」閣議決定【5 ⽉】 

○「熱中症対策実⾏計画」閣議
決定【5 ⽉】 

○「気候変動枠組条約第28回
締結国会議（COP28）」の
開催（アラブ首⻑国連邦・ド
バイ）【11 ⽉】 

 

令和６年度 
（2024 年度）

○「安城市地球温暖化対策実
⾏計画（事務事業編）」改
定【4 ⽉】 

○「安城市地球温暖化対策実
⾏計画（事務事業編）」改
定【1 ⽉】 

〇「安城市ゼロカーボンシティ推
進戦略」策定【３⽉】 

  ○「⽣物多様性増進活動促進
法」制定【４⽉】 

○「第六次環境基本計画」閣議
決定【5 ⽉】 

○「地球温暖化対策の推進に
関する法律」改正【6 ⽉】 

○「第五次循環型社会形成推
進基本計画」閣議決定【8
⽉】 

○「地球温暖化対策計画」閣議
決定【2 ⽉】 

○「第７次エネルギー計画」閣
議決定【2 ⽉】 

○「気候変動枠組条約第29回
締結国会議（COP29）」の
開催（アゼルバイジャン・バク
ー）【11 ⽉】 
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２．計画期間 
第２次計画の計画期間は、令和３年（2021 年）４⽉から令和 13 年（2031

年）３⽉までの 10 年間とします。 
社会情勢の変化などを勘案し、令和８年（2026 年）３⽉に改定しました。 

 
 

３．計画の位置づけ 
第２次計画の位置づけは、以下に⽰すとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、「第３章１【２】 ⾃然・都市共⽣」は、⽣物多様性基本法※第 13 条の⽣物
多様性地域戦略に該当します。 

 

４．計画の対象地域 
第２次計画の対象地域は、安城市全域です。 

 

  

安城市環境基本条例 

令和３年（2021 年）３⽉策定 
令和８年（2026 年）３⽉改定 
 

第２次安城市環境基本計画 

令和６年（2024 年）3 ⽉ 策定 

第９次安城市総合計画 
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５．計画の主体と役割 
環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るためのものです。市⺠・事業者・⾏政が、それぞれの役割を果たし、協働することに
よって施策が実現し、環境基本条例が目指す環境都市の実現につながります。 

本計画の推進にあたっては、市⺠・事業者・⾏政を主体として、それぞれの役割を次の
ように定めます。 

 
 (1)  市⺠ 

良好な環境を次代へつないでいくためには、環境について意識し、必要な情報を得る
ことが望まれます。日常の⽣活では、環境に配慮した⾏動を実践して、環境への負荷を
軽減することが求められます。さらに、地域コミュニティを形成することにより、事業者・⾏政
との関係を強化することも望まれます。 

また、⾏政や事業者が、実施する環境に関する活動などに対して、積極的な参加や
協⼒が望まれます。 

 
 (2)  事業者 

⾃らの事業活動が及ぼす環境への影響について認識するとともに、事業活動に伴って
⽣ずる公害の防止をはじめとした環境への配慮が求められます。さらに、⾃らが持つ技術
や経験を⽣かした環境に寄与する製品やサービスなどの開発及び普及も望まれます。 

また、⾏政が実施する環境の保全及び創造に関する施策への協⼒や、周辺地域の
住⺠との交流などを通じた地域の環境づくりへ積極的に関わっていくことが求められます。 

さらに、事業の経営や成⻑において環境（Environment）・社会（Social）・企
業統治（Governance）の３つの観点に配慮し、環境問題や社会課題の解決を事
業として取り組み、企業の利益（経済的価値）と社会からの評価（社会的価値）の
双⽅を高める CSV（共有価値の創造）により、環境保全、社会・経済発展に寄与す
ることが期待されます。例えば、環境保全のための技術開発や、環境配慮型商品の製
造・販売、環境関連サービスの提供など、技術⾰新の創出により、環境・社会問題の解
決と経済成⻑の同時達成に向けた役割を果たすことが期待されます。 

 
 (3)  ⾏政 

環境の保全及び創造に関し、地域の⾃然的社会的条件に応じた基本的かつ総合
的な施策を策定し、実施するとともに、市⺠や事業者がそれぞれの⽴場を⽣かして、環
境の保全及び創造に関する⾏動を実施できるよう⽀援します。 

さらに、⾃らの施策を策定し、実施する際には、積極的な啓発活動に努めるとともに、
市⺠や事業者の模範となるよう率先して環境への負荷の軽減に努めます。 

 



 

- 7 - 

第 
１ 
章 

計 
画 
の 
基 
本 
事 
項 

６．第２次計画の進捗状況 
第２次計画では、「環境負荷の少ない、⼈と⾃然が共⽣しているまち」を理想とするま

ちとして掲げ、その実現に向けて様々な施策を推進しています。 
指標の進捗状況については、⽣活環境保全の４つの指標や都市公園の⾯積、多⾃

然川づくり整備延⻑距離、１⼈１日当たりのごみ排出量は順調に推移しています。多
⾯的機能※活動対象区域⾯積率については、基準値以上を維持しています。最終埋
⽴処分量及び温室効果ガス※排出量については、年度による増減があるものの基準値と
⽐較して減少傾向にあります。 

以上のことより、全体的におおむね順調に推移しているといえます。 
■表 第２次計画指標の推移 

生活環境保全 

指標（単位） 基準値 
令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

目標 
令和 12 年度 

①大気の環境基準※

達成率（％） 100 100 100 100 100 100 

②水質の環境基準達
成率（％） 64 79 79 79 86 100 

③道路騒⾳の要請限
度※達成率（％） 100 100 100 100 100 100 

④ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の環境基
準達成率（％） 100 100 100 100 100 100 

自然・都市共生 

指標（単位） 基準値 
令和２年 4 ⽉ 令和４年 4 ⽉ 令和５年 4 ⽉ 令和６年 4 ⽉ 令和７年 4 ⽉ 

目標 
令和 12 年 4 ⽉ 

① 都 市 公 園 の ⾯ 積
（ha） 100.21 102.28 102.88 103.18 105.76 ↑ 

②多⾯的機能活動対
象 区 域 ⾯ 積 率
（％） 

90.3 91.3 91.8 91.7 91.5 ↑ 
③多⾃然川づくり整備

延⻑距離（m） 6,600 6,600 6,600 7,200 7,864 ↑ 

資源循環 

指標（単位） 基準値 
令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

目標 
令和 12 年度 

①１⼈１日当たりのご
み排出量 

（ｇ／⼈･日） 
918 903 902 863 863 ↓ 

② 最 終 埋 ⽴ 処 分 量
（ｔ） 5,878 4,598 4,840 4,270 4,503 ↓ 

地球温暖化対策 

指標（単位） 基準年度 
平成 25 年度 令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度

目標 
令和 12 年度 

温室効果ガス排出量
（千ｔ-CO2） 

1,786 1,673 1,500 1,520 1,381 959 
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７．改定の視点 
第２次計画期間の中間年にあたる令和８年（2026 年）３⽉に改定を⾏いまし

た。 
改定にあたっては、次の視点により⾒直しを⾏いました。 

項  目 内  容 
社 会 情 勢 の 変 化
（国・県の動向）への
対応 

〇環境・経済・社会の統合的向上 
国︓第六次環境基本計画策定（ウェルビーイング※／

高い⽣活の質の実現） 等 
県︓第５次愛知県環境基本計画策定（ＳＤＧｓ達

成に貢献する「環境首都あいち」の実現） 等 
〇⽣物多様性に対する取組加速 

国︓⽣物多様性国家戦略 2023－2030 策定（ネイ
チャーポジティブ（⾃然再興）※の実現） 等 

県︓あいち⽣物多様性戦略 2030 策定（コラボレーシ
ョン（協働）による⽣物多様性の保全） 等 

〇資源循環の促進 
国︓プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

施⾏、第五次循環型社会形成推進基本計画策
定（循環経済※への移⾏） 等 

県︓愛知県廃棄物処理計画（愛知県⾷品ロス削減
推進計画）策定（循環型社会の形成）、あいち
サーキュラーエコノミー※推進プラン策定（サーキュラ
ーエコノミーへの転換による循環ビジネスの進展） 
等 

〇気候変動対策の強化 
国︓地球温暖化対策計画改定（2050 年カーボンニュ

ートラル※）、気候変動適応計画改定（適応策の
拡充、熱中症対策の強化） 等 

県︓あいち地球温暖化防止戦略 2030 改定（2030
年度温室効果ガス※排出量 2013 年度⽐ 46％
削減） 等 

第９次安城市総合計
画との整合 

〇めざす都市像 
「ともに育み、未来をつくる しあわせ共創都市 安城」 

〇⼦どもを核としたまちづくり 
第２次計画の進捗状
況の反映 

〇指標の進捗状況 
〇市⺠・事業者アンケート 
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第２章 理想とするまち  
 

１．理想とするまちの姿 
 
 

 
 

本計画は、理想とするまちを「環境負荷の少ない、⼈と⾃然が共⽣しているまち」としま
す。 

これは、本計画の根拠条例である安城市環境基本条例に位置づけられた「環境への
負荷の少ない⼈と⾃然とが共⽣することができる地球にやさしい環境都市」を分かりやすく
したものです。 

理想とするまちは、下記の４つの柱とそれらを⽀える⼟台により成り⽴っています。 
 

 柱１ 生活環境保全  
大気・水などが、良好な状態にあること 

 柱２ 自然・都市共生  
農地・水辺地などの⾃然環境が保たれる、適正な⼟地利⽤を⾏っていること 

 柱３ 資源循環  
ごみの減量、再利⽤、処理を適正に⾏っていること 

 柱４ 地球温暖化対策  
二酸化炭素などの温室効果ガス※排出量が少ない社会構造であること 

 土台 環境学習・環境⾏動  
市⺠・事業者・⾏政が、主体的に単独または協働で⾏動していること 

 
あらゆる主体が、環境に対しての高い意識を持ち、連携と協働により⾏動しなければ、

各柱は成り⽴たず、また、どの柱が⽋けても理想とするまちは成り⽴ちません。 

 

 

 
 

 

 
環境学習・環境行動

生
活
環
境
保
全

自
然
・
都
市
共
生

資
源
循
環

地
球
温
暖
化
対
策

環境負荷の少ない、人と自然が共生しているまち

環境負荷の少ない、⼈と自然が共生しているまち 
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２．４つの柱と１つの土台 
理想とするまち「環境負荷の少ない、⼈と⾃然が共⽣しているまち」を実現するために

必要な取組として、安城市環境基本条例第８条に位置づけられた５つの⽅針を４つの
施策の柱とし、第３条に定められた市⺠・事業者・⾏政が「⾃主的かつ積極的に⾏動す
る」という理念の部分を、柱を⽀える⼟台とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理想とするまちでは、大気汚
染、水質汚濁、悪臭、騒⾳などと
いった⽣活や健康に係るリスクが
⼗分に軽減され、市⺠にとって健
康で安全な暮らしが実現していま
す。 

そのために、各主体が大気や
排水などに含まれる汚染物質を
減らし、周囲に迷惑となる悪臭や
騒⾳などを発⽣させないような日
常⽣活・事業活動をし、安全安
⼼な⽣活環境を確保します。 

 

生活環境保全 

理想とするまちでは、良好な農
地・水辺地と、緑あふれる都市部
があり、まち全体で恵み豊かな⾃
然を感じることができます。 

そのために、市域全体で農地を
適切に保ちながら、バランスよく都
市開発を⾏います。 

また、都市化する中において
も、緑地や水辺地を確保し、⾃
然の恵みを感じられるようにしま
す。 

 
 

自然・都市共生 
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理想とするまちでは、暮らしの快
適さはそのままに、地球温暖化の
要因とされる温室効果ガス※の排
出量が削減され、気候変動への
影響にも適応ができています。 

そのために、省エネルギーの推
進、再⽣可能エネルギー等の活
⽤により、化⽯燃料から作られた
エネルギーの消費量を削減しま
す。 

また、気候変動による影響への
対策も進め、被害を回避・軽減し
ます。 

地球温暖化対策

理想とするまちでは、皆が、高い環境意識を持ち、主体的に単独または協働で
⾏動しています。 

環境学習・環境⾏動

理想とするまちでは、ごみの減
量、再利⽤、処理が適正に⾏わ
れ、天然資源の消費を抑制し、
環境への負荷ができる限り軽減さ
れています。 

そのために、より⼀層の 4Ｒ（リ
フューズ、リデュース、リユース、リサ
イクル）の推進により、ごみを減量
するとともに、ごみを適正に処理
し、最終処分するごみの量を減ら
します。 

 

資源循環 
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３．各柱の関連性 
ある施策の１つの取組が複数の効果をもたらすことがあります。例えば、「⽣活環境保

全」の施策として水質改善に取り組むと、水辺の⽣きものの⽣育・⽣息環境が良好に保
たれ、「⾃然・都市共⽣」にも良い影響があります。また、「地球温暖化対策」の施策とし
て、ガソリン使⽤量の削減に取り組むと、排気ガスが減り、大気がきれいになり、「⽣活環
境保全」や「⾃然・都市共⽣」にも良い影響があります。このように、１つの施策は、その
分野のみに影響を及ぼすものではありません。 

それぞれの柱は単独で存在するものではなく、互いに関係・関連し、相互作⽤しながら
理想とするまちを築きます。 

 

【各柱の関係・関連の例】 

 
 
 

 
 

  

地球温暖化対策

資源循環

自然・都市共生

生活環境保全
排気ガスの抑制による
温室効果ガスの削減

廃棄物の減量による
温室効果ガスの削減

樹木による
大気の浄化

森林保全による
CO2吸収源の確保

緑地の適切な管理による
ポイ捨て抑制効果

廃棄物の減量による
環境負荷の低減
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環境⾖知識 〜SDGs〜 
SDGs は、17 の目標と 169 のターゲットからなる「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）」です。平成 27 年（2015 年）９⽉に国
連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げら
れました。2030 年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。 

持続可能な開発は、「将来の世代が受ける恩恵を損なわずに、現世代のニーズを充
⾜する開発」と定義されています。環境汚染や気候変動の影響が深刻さを増すなか、格
差、持続可能な消費や⽣産、気候変動、⽣物多様性の保全など開発をめぐる国際的
な課題は、開発途上国だけではなく、先進国も含めてすべての国が取り組む必要があり
ます。「誰⼀⼈取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、す
べての⼈が、それぞれの⽴場から広範囲な課題の解決に向けて⾏動することが求められ
ています。 

 

 これは、「環境」の枝葉を基盤とし、「経済」
「社会」の葉が繁り、それら三側⾯を統合する
「ガバナンス」（協働による仕組みづくり）を
⽊の幹に例えた模式図です。各ゴールが相互
に関連しており、環境・経済・社会の統合的
向上の実現が必要であることを表しています。 

環境、経済、社会を三層構造で⽰した⽊の図 

資料︓環境省環境研究総合推進費戦略研究プロジェクト「持続可能な
開発目標とガバナンスに関する総合的研究」より環境省作成 

出典︓環境省「平成 29 年版環境⽩書・循環型社会⽩書・⽣物多様性
⽩書」 
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第３章 施策の展開  
 

１．基本的施策 

【１】 生活環境保全                   
 

私たちの日常⽣活や事業活動は、少なからず環境へ負荷を与えており、それが⾝近
な公害となる恐れがあります。日常のささいな⾏動が思いがけず⽣活環境の悪化を招くお
それがあることを⾃覚し、⼀⼈ひとりが⾏動を⾒直すことが重要となります。 

⽣活環境保全の柱では、安全安⼼な⽣活環境を確保するため、市⺠が暮らしやすい
よう、大気・水などが良好な状態を理想とします。 

 
 (1)  現 状 

・本市では、いわゆる公害問題は
確認されていませんが、安全安⼼
な環境には、⼀⼈ひとりが周辺環
境へ配慮することが必要です。公
害苦情は、変動はあるものの年
100 件〜150 件で推移していま
す。 

 
 

 
 
 
 

・大気汚染の測定は、愛知県が安城農林高校で実施しており、二酸化硫⻩（SO2）
※、浮遊粒⼦状物質（SPM）※、二酸化窒素（NO2）※、微小粒⼦状物質
（PM2.5）※は環境基準※を満たしている状態が続いています。光化学オキシダント
（Ox）※は環境基準を満たしていない状態が続いています。 

・ダイオキシン類は安城農林高校（愛知県が測定）と安城市環境クリーンセンターで測
定しており、環境基準を満たしています。 

・水質の測定は、市内を流れる主要河川において実施しています。河川の水質の目安と
なる⽣物化学的酸素要求量（BOD）※は、環境基準を満たしていない地点がありま
す。愛知県唯⼀の天然湖沼である油ヶ淵では、湖沼の水質の目安となる化学的酸素

■図 公害苦情の推移（本市） 

 
資料︓ʻ25 安城の統計 
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200
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令和４
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公害苦情受付件数（件）

その他
地盤沈下
⼟壌汚染
悪臭
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騒⾳
水質汚濁
大気汚染

（年度）
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要求量（COD）※が、環境基準※を満たしていない状態が続いています。油ヶ淵は、
汚れが底に溜まりやすい形状であり、流⼊する汚れは、家庭からの排水などが主な原因
です。 

・主要路線（⼀般国道１号、豊⽥安城線など）の騒⾳・振動は要請限度※を下回っ
ていますが、環境基準を満たしていない地点もあります。 

 
■図 大気測定結果（安城農林高校）の推移  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

[SO2、SPM] 

 
資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編） 
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注 ︓ NO2 の 基 準 値 は 、 正 確 に は 「 0.04 〜

0.06ppm のゾーン内⼜はそれ以下」である。 
資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編） 
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[Ox、PM2.5] 

 
資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編） 
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資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編） 
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■図 市内の河川等 

 

■図 油ヶ淵の水質（COD）の推移 

 
資料︓令和 7 年度安城市環境報告書（資料編） 
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■図 河川の水質（BOD）の結果（令和６年度（2024 年度）） 

 
資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編） 
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■図 ⾃動⾞交通騒⾳測定結果の推移 
[⼀般国道１号（東栄町６丁目）]             [⼀般国道 23 号（城ヶ⼊町団⼾）] 

 
     資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編）    資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編） 
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■図 ⾃動⾞交通振動測定結果の推移 
[⼀般国道１号（東栄町６丁目）]   

 
資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編） 
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■表 ⾃動⾞騒⾳常時監視結果（令和６年度（2024 年度）） 

路 線 名 
（測定地点） 

評価区間 等価騒⾳ 
レベル 

LAeq(dB) 

道路に⾯する地域における⾯的評価 

始点 終点 
区間の 
延⻑ 

（㎞） 

環境基準達成率（達成⼾数） 区間内
全⼾数 昼間 夜間 昼間 夜間 昼夜 

⼀般国道１号 
（尾崎町⻄勘定 31- 
3） 

柿䏝町 東栄町 1.9 68 64 100.0% 
（56） 

100.0% 
（56） 

100.0% 
（56） 56  

⼀般国道１号 
（東栄町 6-7-13） 東栄町 今本町 2.2 66 63 100.0 

（641） 
100.0% 
（641） 

100.0% 
（641） 641  

豊⽥安城線 
（橋目町地内） 橋目町 尾崎町 2.2 70 68 23.1% 

（12） 
0.0% 
（0） 

76.9% 
（40） 52 

安城幸⽥線 
（河野町地内） 安城町 河野町 2.4 72 68 5.8% 

（5） 
0.0% 
（0） 

76.7% 
（66） 86  

令和６年度（2024 年度）環境基準の⾯的評価達成状況 85.5% 
（714） 

83.5% 
（697） 

96.2% 
（803） 835 

注１︓幹線交通を担う道路に近接する空間における環境基準は、昼間（６時〜22 時）70dB、夜間（22 時〜
翌朝６時）65dB。環境基準値を超過した等価騒⾳レベルを、   で⽰した。 

注２︓⾯的評価は、道路から 50ｍ範囲内の全ての住⼾等について、騒⾳レベルを推計し、環境基準の基準値と⽐
較し、環境基準を達成する住⼾等の⼾数及び割合を算出することにより評価した。 

注３︓環境基準達成率は、評価区間内の⼾数で評価した。 
資料︓令和７年度安城市環境報告書（資料編） 

 

環境⾖知識 〜油ヶ淵〜 
油ヶ淵は、県内唯⼀の天然湖沼であり、⻑⽥川、半場川、朝鮮川など市内を流れる

河川が注ぎ込んでいます。 
環境省が公表する全国の湖

沼の水質状況において、全国
でワースト２位（昭和 59 年
度）になったことがありますが、
近年は流⼊する河川の水質が
向上しており、令和５年度
（2023 年度）には、全国の
湖沼 188 水域のうち、ワースト
21 位となり、水質は徐々に改
善する傾向が⾒られます。 

 

  

写真︓油ヶ淵浄化デーの様⼦ 
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【アンケート調査より】 
・市⺠⾏動調査では、ごみやペットのふんに関する取組、騒⾳や排水に関する取組の実
⾏度が高くなっています。近隣や排水への配慮に関する取組は、すべての項目がよく実
⾏されています。 

・事業者取組調査では、大気・水質汚染の防止や騒⾳の低減は実⾏度が高くなってい
ます。⼀⽅で、グリーン調達やフロン・代替えフロンの抑制は、実⾏度が低くなっています。 

 
■図 近隣や排水への配慮について（市⺠） 

実⾏度（点） 

 

 
注︓実⾏度=｛（「いつもやっている」の回答数）×4＋（「時々やっている」の回答数）×3 

＋（「これからやってみる」の回答数）×2＋（「やるつもりはない」の回答数）×1｝ 
÷｛回収数－（「あてはまらない・分からない」の回答数）－不明数｝ 
※実⾏度は 3 以上あれば、多くの市⺠が「やっている」とみなすことができます。 

資料︓安城市市⺠⾏動調査結果（令和７年５⽉実施） 
 

 
■図 公害及び地球環境問題への対応について（事業者） 

実⾏度（点） 
 

 
注︓実⾏度=｛（「実⾏している」の回答数）×3＋（「今後２年以内に取り組む予定」の回答数）×2 

＋（「今後５年以内に取り組む予定」の回答数）×1＋（「現在予定していない」の回答数）×0｝ 
÷｛回収数－（「あてはまらない」の回答数）－不明数｝ 
※実⾏度は 3 に近いほど、「実⾏している事業所が多い」とみなすことができます。 

資料︓安城市事業者取組調査結果（令和７年５⽉実施）  

 ポイ捨てをしない

 ごみ袋を猫やカラスに荒らされないよう、ごみ出しの時間や出し⽅を守っている

 飼っている犬や猫が、家の外でフンをしたときには片付けている

 夜間には⾳響機器等の⾳量を小さくしている

 駐⾞中に⾃動⾞・バイクのエンジンを停止している（アイドリングストップ）

 台所の排水口にネットを付けている

 浄化槽は清掃や点検を定期的に⾏い、適正に管理している

 ⾷器のひどい汚れはふき取ってから洗っている

 洗剤の種類や量に気をつけている

 家の周りの草刈りをしたり、道路のごみを拾ったりしている

 ツナ缶などオイル漬け⾷材の油を排水口に流さない

 家の周りの水路を掃除して、水があふれないようにしている

大気汚染物質の排出抑制に努めている

騒⾳の発⽣抑制に努めている

水質汚染物質の排出抑制に努めている

設備・機器の適切な維持管理に努めている

事業所や敷地内の緑化を進めている

堆肥の利⽤や農薬の削減に努めている

⾬水利⽤や中水※利⽤に努めている

⾬水浸透ますや透水性舗装を導⼊している

二酸化炭素・メタン等の温室効果ガスの排出抑制に努めている

環境負荷の少ないグリーン調達に取り組んでいる

フロンや代替フロンの使⽤抑制に努めている

0 1 2 3 4

0 1 2 3
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 (2)  指 標 
⽣活環境の保全及び⼈の健康被害の防止のうえで、維持されることが望ましい基準と

して、環境基準※などがあります。公害の要素のうち、定点測定している大気、水質、道
路騒⾳、ダイオキシン類の環境基準達成率または要請限度※達成率を指標とします。各
指標の達成率が 100％となることで、市⺠が安⼼して⽣活することができる環境が確保
されていると考えます。 

 

指 標 
基準値 

令和元年度 
（2019 年度） 

最新値 
令和６年度 

（2024 年度） 

目標 
令和 12 年度
（2030 年度） 

①大気の環境基準達成率 100% 100% 100% 
大気中の SO2、NO2、SPM の環境基準を維持します。 

②水質の環境基準達成率 64% 86% 100% 
BOD や COD などの環境基準を達成します。 

③道路騒⾳の要請限度達
成率 

100% 100% 100% 

要請限度以下の道路騒⾳を維持します。 

④ダイオキシン類の環境基
準達成率 

100% 100% 100% 

ダイオキシン類の環境基準を維持します。 

  

写真︓⾃動⾞騒⾳測定の様⼦ 写真︓水質調査の様⼦ 
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 (3)  施 策 
 

① きれいな空気を保つ 
大気汚染は、主に⾃動⾞の利⽤や様々な事業活動などにより引き起こされます。近

年では、次世代⾃動⾞※の開発や、事業活動により排出される汚染物質を軽減する技
術が進歩していますが、引き続き、可能な限り空気を汚さないよう努める必要がありま
す。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○⾃動⾞などからの排気ガスの排出量の削減を推進します。 
○県などと連携し、大気汚染に関する苦情対応を⾏います。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○屋外では、慣習上必要な場合を除き、物を燃やさないようにします。 
○次世代⾃動⾞など排気ガスの排出量が少ない⾃動⾞を利⽤します。 
○アイドリング※ストップなど、エコドライブをします。 
○公共交通や⾃転⾞、徒歩で移動します。 

事 業 者 ○次世代⾃動⾞など排気ガスの排出量が少ない⾃動⾞を利⽤します。 
○アイドリングストップなど、エコドライブをします。 
○公共交通や⾃転⾞、徒歩で移動します。 
○大気汚染物質発⽣施設のある事業所では、設備を適正に管理し、大

気汚染を防止します。 
○物流の合理化を図るなど、⾃動⾞の⾛⾏量を減らします。 
○環境保全協定※を締結するなど、地域の環境保全に積極的に取り組み

ます。 
 

環境⾖知識 〜エコドライブ〜 
地球温暖化対策の取組の１つであるエコドライブには、「エコドライブ 10 のすすめ」があ

ります。①⾃分の燃費を把握しよう、②ふんわりアクセル
「e スタート」、③⾞間距離にゆとりをもって、加速・減速の
少ない運転、④減速時は早めにアクセルを離そう、⑤エア
コンの使⽤は適切に、⑥ムダなアイドリングはやめよう、⑦
渋滞を避け、余裕をもって出発しよう、⑧タイヤの空気圧
から始める点検・整備、⑨不要な荷物はおろそう、⑩⾛
⾏の妨げとなる駐⾞はやめよう の 10 項目です。 



 

- 23 - 

第 
３ 
章 

施 
策 
の 
展 
開 

柱 
１ 

⽣ 
活 
環 
境 
保 
全 

 
② ⽔環境を良くする 

本市の農業・⼯業に水を供給する明治⽤水は、⽮作川から取水しています。その水
源地である⻑野県根⽻村の森林が保全されており、上流で健全な活動が⾏われている
ことにより、私たちは、質・量とも不安なく良質な水を使⽤できます。 

しかし、私たちは、日常⽣活や事業活動など何らかの形で、水を汚しています。上流か
ら預かった水は、可能な限り汚れを取り除き、きれいにして下流、そして海へと返す必要が
あります。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○下水道の整備・維持管理を⾏います。 
○合併処理浄化槽※の普及を促進します。 
○農薬や化学肥料の使⽤量の削減を促進します。 
○農地から河川などへの濁水の流出抑制を促進します。 
○明治⽤水をはじめ水資源の重要性について意識の向上を図ります。 
○⽮作川水源の森の保全を図ります。 
○県などと連携し、水質汚濁に関する苦情対応、油事故対応を⾏います。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○公共下水道や合併処理浄化槽を使⽤し、処理されていない⽣活排水
を⼾外に流さないようにします。 

○浄化槽のある家庭では、浄化槽を適正に管理します。 
○家庭菜園などで農薬や化学肥料をなるべく使⽤しないようにします。 
○河川や油ヶ淵などの浄化活動に積極的に参加します。 
○⽮作川水源の森の保全に携わります。 

事 業 者 ○水質汚濁発⽣施設のある事業所では、設備を適正に管理し、水質汚
濁を防止します。 

○河川や油ヶ淵などの浄化活動に積極的に参加します。 
○環境保全協定※を締結するなど、地域の環境保全に積極的に取り組み

ます。 
○農薬や化学肥料をなるべく使⽤しないようにします。 
○⽥んぼの代かき※による濁水の河川流出を防止します。 
○⽮作川水源の森の保全に携わります。 
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③ 騒⾳・振動・悪臭などを防⽌する 

日常⽣活や事業活動などが⾏われるなかで、騒⾳・振動・悪臭などによるトラブルが発
⽣する場合があります。そうしたトラブルの未然防止の対応とともに、トラブルが発⽣した場
合には、適切な対応をとる必要があります。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○県などと連携し、騒⾳・振動・悪臭などに関する苦情対応及び指導を⾏います。 
○道路の円滑な通⾏を促す交差点改良などの整備を⾏います。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○周囲の迷惑となるような⽣活⾳や⾃動⾞騒⾳などを出さないようにしま
す。 

○浄化槽のある家庭では、浄化槽を適正に管理します。 
事 業 者 ○⼯場や建設現場などでの作業を適正に実施し、騒⾳・振動公害を防

止します。 
○悪臭の原因となる施設や設備などを適正に管理し、悪臭被害を防止し

ます。 
○環境保全協定※を締結するなど、地域の環境保全に積極的に取り組み

ます。 
  

環境⾖知識 〜生活排⽔の処理〜 
浄化槽を使⽤して

いる家庭の排水は、
浄化槽の中の微⽣物
が排水に含まれる汚
れを⾷べてきれいにし
ています。そして、きれ
いになった排水は側溝
な ど に 流 れ て い き ま
す。 

下水道に接続して
いる家庭の排水は、
下水処理場まで流れていった後、処理され川や海へ流されます。浄化槽と規模は違いま
すが、微⽣物の働きによってきれいにする仕組みは同じです。浄化槽と違い、各家庭での
汚泥の定期清掃などは必要ありません。 
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 (4)  SDGs との関わり 
「⽣活環境保全」の取組と関連する SDGs の目標とターゲットを⽰します。 

 
目標 ターゲット 

３ すべての⼈に健
康と福祉を 

 

3.9 2030 年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及
び⼟壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少さ
せる。 

６ 安全な水とトイ
レを世界中に 

 

6.1 2030 年までに、全ての⼈々の、安全で安価な飲料水
の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。 

6.2 2030 年までに、全ての⼈々の、適切かつ平等な下水
施設・衛⽣施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をな
くす。⼥性及び⼥児、並びに脆弱な⽴場にある⼈々のニー
ズに特に注意を払う。 

 6.3 2030 年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化
学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減
及び再⽣利⽤と安全な再利⽤を世界的規模で大幅に増
加させることにより、水質を改善する。 

11 住み続けられる
まちづくりを 

 

11.6 2030 年までに、大気の質及び⼀般並びにその他の
廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、
都市の⼀⼈当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

14 海の豊かさを守
ろう 

 

14.1 2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に
陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防
止し、大幅に削減する。 

14.3 あらゆるレベルでの科学的協⼒の促進などを通じて、
海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。 

15 陸の豊かさも守
ろう 

 

15.1 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森
林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域⽣態系と
内陸淡水⽣態系及びそれらのサービスの保全、回復及び
持続可能な利⽤を確保する。 

15.2 2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な
経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林
を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増
加させる。 
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【２】 自然・都市共生 
 
本市の 40%以上を占める農地は、農作物の⽣産だけでなく、⽣物の⽣息場所であ

り、四季の変化などを感じられる場となっています。 
また、河川、公園、街路樹などの水辺空間、緑地空間も⾃然の恵みを感じられる場

であり、⾃然の持つ様々な機能を失わないようにし、⽣物多様性の保全に努める必要が
あります。 

⾃然・都市共⽣の柱では、良好な農地・水辺地と、緑あふれる都市部があり、まち全
体で恵み豊かな⾃然を感じることができる状態を理想とします。 

 
 (1)  現 状 

・⼟地の利⽤状況は、宅地より農地の⾯積のほうが広くなっています。 
・公園設置状況は、令和７年（2025 年）４⽉現在で 110 箇所 105.76ha あり、
最も広いのは安城市総合運動公園（20.04ha）です。 

・令和７年（2025 年）４⽉現在で、優良農地※である農振農⽤地※⾯積は、
3,240ha となっており、そのうち９割程度の区域では、農地の多⾯的機能※の保全を
図る地域活動が実施されています。 

・河川が本来有している⽣物の⽣息環境や多様な景観を保全・創出する多⾃然川づく
りの整備状況は、令和７年（2025 年）４⽉現在で、県管理河川においては、
7,064m、市管理河川においては、800ｍです。 

 
 
■表 公園の設置状況（本市）  
 区分 箇所数 ⾯積(ha) 
 運動公園 1 20.04 
 地区公園 4 17.47 
 近隣公園 14 28.43 
 街区公園 83 26.08 
 緑地 4 1.86 
 歴史公園 3 2.38 
 県営公園 1 9.50 
 合計 110 105.76 
  
資料︓'25 安城の統計 

 

 

■図 ⼟地の利⽤状況（本市） 

 
 
資料︓'25 安城の統計 

⽥
35.4%

畑 6.6%

宅地 28.1%

山林原野・
雑種地
5.8%

その他
24.1%

令和７年
（2025年）
86.05k㎡
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【アンケート調査より】 
・市⺠⾏動調査では、⾝近な緑化や⾷材の地産地消・旬産旬消の実⾏度は高くなって
います。その⼀⽅で、⾃然とのふれあいやイベントなどへの参加は実⾏度が低くなっていま
す。 

・「⽣物多様性」について、約 75％の⽅が言葉の意味を知っている・聞いたこと（⾒たこ
と）があると回答しています。 

 
■図 ⾃然との関わりについて（市⺠） 

実⾏度（点） 

 

 
注︓実⾏度=｛（「いつもやっている」の回答数）×4＋（「時々やっている」の回答数）×3 

＋（「これからやってみる」の回答数）×2＋（「やるつもりはない」の回答数）×1｝ 
÷｛回収数－（「あてはまらない・分からない」の回答数）－不明数｝ 
※実⾏度は 3 以上あれば、多くの市⺠が「やっている」とみなすことができます。 

資料︓安城市市⺠⾏動調査結果（令和７年５⽉実施） 
 
 

■図 ⽣物多様性の認知度について（市⺠） 

 
資料︓安城市市⺠⾏動調査結果（令和７年５⽉実施） 

 
 

  

 花壇や庭⽊に農薬を使⽤するときは、適正に⾏っている

 野菜や果物、海産物を買うときは、旬を意識している

 地元産の野菜や果物を積極的に選んでいる

 庭や家庭菜園などで花・⽊・野菜を育てている

 散歩などで公園や水辺などに出かけ、⾃然の⽣き物にふれる機会を持っている

 農業体験など旬の野菜に親しむイベントに参加している

 ⾃然観察会など⾃然に親しむイベントに参加している

 植林などの⾃然保護活動に参加している

0 1 2 3 4
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・事業者取組調査では、「⽣物多様性の保全」について、多くの事業者が「⽣物多様性
保全に関する取組を⾏っていない」、「わからない」と回答しています。 

 
■図 生物多様性の保全について（事業者） 

回答割合（％） 
  

 
資料︓安城市事業者取組調査結果（令和７年５⽉実施） 

 
 
 
 
 

環境⾖知識 〜生物多様性〜 
日本には 30 万種を

超える⽣きものがいるとさ
れています。これらの⽣き
ものは、森、草むら、川、
池、海など⾊々な場所
で、互いにバランスを保ち
ながら⽣きています。⽣き
ものが互いに関わりながら
存在することを「⽣物多様性」といいます。例えば、花が⾍をよび、⾍は⿃や⿂の餌にな
り、動物のふんや死がいは⼟にかえって植物を育てます。 

⽣物多様性が守られていないと、⾃然のめぐりがくずれ、私たちの暮らしにも大きな影響
が出ます。１つの命を大切にすることが、未来の環境を守ることにつながります。 

今、たくさんの⽣きものが絶滅の危機にさらされています。⽣物多様性を脅かす原因と
して、①開発や乱獲などの⼈間活動、②⼈間の管理不⾜（⽥畑や森林の⼿⼊れ不⾜
など）、③⼈間が持ち込んだ外来⽣物、④温暖化など地球環境の変化 の４つがあげ
られます。 

周辺地域の生物に配慮し、緑地を確保したり、植栽に在来
種を選んだりしている

取り扱い商品や材料等の調達の際に、環境ラベルのある
製品など生物多様性に配慮した製品を選んでいる

里山保全や植林、外来生物駆除などの生物多様性保全
の活動を支援している

自社で植林などの生物多様性保全の活動を行っている

自然環境や生態系など、生物多様性保全に関する法令の
社員研修を行っている

自然環境や生態系など、生物多様性保全に関する社外へ
の環境教育や啓発活動を行っている

生物多様性保全に関する取り組みを行っていない

その他

わからない

不明

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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 (2)  指 標 
⾃然環境の状態を確認する項目として、都市公園の⾯積、農地の多⾯的機能※を

保全するための地域活動が⾏われている区域⾯積率、多⾃然川づくりで整備した河川
の延⻑距離を指標とします。いずれの指標も、数値が増加することで、市内の⾃然が豊
かになり、⽣物多様性の保全が図られ、⾃然と都市が共⽣したまちづくりにつながると考
えます。 

 

 

指 標 
基準値 

令和２年 
（2020 年）４月 

最新値 
令和７年 

（2025 年）４月 

目標 
令和 12 年度 
（2030 年度） 

①都市公園の⾯積 100.21ha 105.76ha ↑ 
緑地の創出のため、市内の地区公園・街区公園などの⾯積を増やします。 

②多⾯的機能活動
対象区域⾯積率 

90.3% 91.5％ ↑ 

農振農⽤地※の中で、多⾯的機能を保全する活動が⾏われている区域の割合を増やします。 

③多⾃然川づくり整
備延⻑距離 

6,600m 7,864ｍ ↑ 

⽣物の⽣息環境と多様な景観を有した、⾃然が豊かな河川を増やします。 

写真︓稲刈り・はざかけ体験の様⼦ 

写真︓多⾃然川づくり整備⼯事（着⼿前・着⼿後） 
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 (3)  施 策 
 

① 農地・⽔辺地を守る 
本市の農地は「日本デンマーク」を⽀えた風⼟の特徴であることから、優れた⽥園地帯

を構成する農地について、無秩序な開発を抑制し、保全を図ることが必要です。 
また、水辺地についても、私たちの⽣活に潤いや安らぎをもたらすだけでなく、⽣物の⽣

息場所、災害時の減災機能などの役割があることから、適切な保全に努める必要があり
ます。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○優良農地※や都市農地※の保全を図ります。 
○農地の多⾯的機能※を保全する地域活動などを促進します。 
○多⾃然川づくりを推進します。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○農地・水辺地の適切な維持管理をします。 
○農地の多⾯的機能を保全する地域活動などに参画します。 

事 業 者 ○農地・水辺地の適切な維持管理をします。 
○農地の多⾯的機能を保全する地域活動などに参画します。 

 
 
 

 

環境⾖知識 〜⻑野県根⽻村 ⽮作川⽔源の森〜 
⽮作川は、安城市から約 60km 離れた⻑野県

根⽻村の森林が源流となります。豊かな森林で
は、大⾬が降ってもすぐに森林から流れ出ることは
なく、地中に浸透し、地下水となりゆっくり流れ出ま
す。このため、洪水や渇水が緩和されたり、澄んだ
美しい水をわたしたちに供給してくれたりします。こう
した森林の働きを「水源涵養機能」と呼びます。 
 本市では、根⽻村と水資源の涵養・森林資源の
保護、ＳＤＧｓへの貢献・啓発などを目的とした
「⽮作川水源の森環境育林協定」を締結し、約
48ha の森林を共同で管理しています。協定に基
づき、森林の保全を図るとともに、環境教育活動を
推進しています。   
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② 樹⽊・草花を生み出す 

緑地は、⾃然の恵みを感じられる場であり、⽣活の豊かさや⼼地よさを実感できる景
観を形成します。 

都市公園や街路樹など公共施設の緑化を推進するだけでなく、質の向上に努め、⺠
有地においても、⽣垣や屋上緑化、壁⾯緑化など様々な緑を増やす必要があります。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○⾝近な公園が不⾜している地域に公園を整備します。 
○公共施設の緑化、適切な管理に取り組みます。 
○⺠有地の緑化を推進します。 
○緑の育成などを⾏う地域活動などを促進します。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○⾃⾝が管理する⼟地の緑化、適切な管理に取り組みます。 
○緑の育成などを⾏う地域活動などに参画します。 

事 業 者 ○⾃⾝が管理する⼟地の緑化、適切な管理に取り組みます。 
○開発⾏為の際には、緑の保全や緑化、⾃然環境に配慮した計画・⼯

事を⾏います。 
○緑の育成などを⾏う地域活動などに参画します。 

   
 
 

環境⾖知識 〜自然再興（ネイチャーポジティブ）〜 
⾃然再興（ネイチャーポジティブ）は、「⾃然を回復軌道に乗せるため、⽣物多様性

の損失を止め、反転させる」ことを指します。 
今までの⼈の活動によって、⾃然は少しずつ失われてきました。開発やごみの増えすぎ

などが原因で、森や川、海の⽣きものが住めなくなっている場所もあります。そこで、⾃然を
守るだけでなく、失われた⾃然を取り戻す「⾃然再興（ネイチャーポジティブ）」という考え
⽅が大切にされています。例え
ば、⽥畑や森の⼿⼊れや、⽣
きものが住める水辺を造ること
などがあてはまります。⾃然の⼒
を取り戻し、⼈と⾃然が共に⽣
きる未来を目指す取組です。 

出典︓© Locke, H., Rockström, J., Bakker, P., Bapna, M., 
Gough, M., Lambertini, M., Morris, J., Zabey, E. & 
Zurita, P. (2021). A Nature-Positive World: the Global 
Goal for Nature, Naturepositive.org. 
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 (4)  SDGs との関わり 
「⾃然・都市共⽣」の取組と関連する SDGs の目標とターゲットを⽰します。 

 
目標 ターゲット 

11 住み続けられる
まちづくりを 

 

11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、
社会、環境⾯における都市部、都市周辺部及び農村部
間の良好なつながりを⽀援する。 

15 陸の豊かさも守
ろう 

 

15.1 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森
林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域⽣態系と
内陸淡水⽣態系及びそれらのサービスの保全、回復及び
持続可能な利⽤を確保する。 

15.2 2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な
経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林
を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増
加させる。 

 
 

環境⾖知識 〜地域循環共生圏〜 
地域循環共⽣圏とは、「地域の主体性を基本として、地域の⾃然や資源を上⼿に使

って、⾃然と⼈が⽀え合いながら暮らす持続可能で⾃⽴した地域社会」のことです。 
例えば、地元でとれた⾷べものを⾷べる、太陽光などの⾃然エネルギーを使う、出たご

みを地域でリサイクルするなど、地域の中でできるだけモノやエネルギーを回す⼯夫をしま
す。これにより、環境への負担を減らし、地域の経済やつながりも元気になります。まちと
農村、⾃然と⼈など
が、互いに「共⽣」し
ながら、⾃⽴して持
続可能な暮らしを作
っていくしくみです。 

安城市でも、⾃
然と⼈のちからを活
かして、未来につな
がる地域づくりを進
めていきます。 
 

 

 
出典︓環境省ローカル SDGｓ地域循環共⽣圏ウェブサイト 
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【３】 資源循環  
 

大量⽣産、大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、最終処
分場※のひっ迫に影響を及ぼすなど、ごみ処理を取り巻く状況は依然として厳しい状況に
あります。さらに、ごみ処理は、温室効果ガス※の排出による地球温暖化問題、天然資
源の枯渇の懸念など、様々な環境問題にも密接に関係しているため、持続可能な形で
資源をできる限り⻑く循環させ、有効利⽤することが大切です。 

資源循環の柱では、ごみの減量、再利⽤、処理が適正に⾏われ、天然資源の消費
を抑制し、環境への負荷ができる限り軽減されている状態を理想とします。 

 
 (1)  現 状 

・市⺠１⼈１日当たりのごみの排出量、ごみの総排出量ともに減少傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 

■図 ごみの排出量の推移（本市） 

 
注︓ごみ総排出量は、収集量、直接搬⼊量、集団回収量の合計である。 
資料︓令和７年度清掃事業概要 
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・資源ごみは古紙・古着を中⼼に収集量の減少傾向が続いていますが、これはネットメデ
ィアの普及や書籍の電⼦化が進んだことによる新聞・雑誌などの発⾏部数の減少が影
響しているものと考えられます。 

・埋⽴処理量（焼却灰、不燃残渣）は、令和元年度から焼却灰のセメント原料化を
開始したことに伴い減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      資料︓令和７年度清掃事業概要 

 
・安城市環境クリーンセンターに持ち込まれる、事業系⼀般廃棄物※の搬⼊物検査の実
施と事業者向けガイドブックの配布により、市の施設では本来処理していない産業廃棄
物※の混⼊防止を図っています。  

0
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平成30
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令和６
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（千ｔ）埋⽴処理量

不燃残渣
焼却灰

（年度）

■図 資源ごみ収集量の推移（本市） 

 

資料︓'25 安城の統計 
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■図 埋⽴処理量の推移（本市） 
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■図 施設地図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

名鉄名古屋本線 

JR 東海道本線 

JR 東海道新幹線 

名鉄⻄尾線 

安城北部リサイクルステーション 

中部リサイクルステーション

榎前町⼀般廃棄物最終処分場 

環境クリーンセンター 

桜井リサイクルステーション 

清掃事業所 
リサイクルプラザ 
資源化センター 
せん定枝リサイクルプラント 
総合リサイクルステーション 
 （ エ コ ら ん ど ） 

写真︓環境クリーンセンター 
（ごみ焼却施設） 

写真︓リサイクルプラザ 写真︓資源化センター 写真︓清掃事業所 

写真︓せん定枝リサイクルプラント 写真︓環境クリーンセンター
（し尿処理施設） 

篠目リサイクルステーション 
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【アンケート調査より】 
・市⺠⾏動調査では、ごみ分別や⾷品ロスに関する取組を多くの市⺠が実⾏しているこ
とが分かります。その⼀⽅で、⽣ごみの減量化や、リユース、再⽣品の購⼊は実⾏度が
低くなっています。 

 
■図 買い物とごみについて（市⺠） 

実⾏度（点） 
  

 
注︓実⾏度=｛（「いつもやっている」の回答数）×4＋（「時々やっている」の回答数）×3 

＋（「これからやってみる」の回答数）×2＋（「やるつもりはない」の回答数）×1｝                         
÷｛回収数－（「あてはまらない・分からない」の回答数）－不明数｝ 
※実⾏度は 3 以上あれば、多くの市⺠が「やっている」とみなすことができます。 

資料︓安城市市⺠⾏動調査結果（令和７年５⽉実施） 
 

 
 

環境⾖知識 〜安城市さわやかマナーまちづくり条例〜 
「安城市さわやかマナーまちづくり条例」は、平成 27 年（2015 年）４⽉に施⾏され

ました。６つのさわやかマナーの普及を通じて、快適で安全な⽣活環境の形成を目指し
ています。 

 

  

 ごみの分別を⼼掛けている

 ⾷材は賞味期限・消費期限の近いものから消費している

 マイバッグを使うなどスーパーなどのレジ袋をもらわないようにしている

 なるべく⾷材を使い切って料理をしている

 ⾷べ残しをしない

 詰め替え・付け替え可能な商品を選んでいる

 在庫の確認をしてから買い物に⾏っている

 店頭での資源回収に協⼒している

 ⽣ごみは直接ごみ袋に⼊れ、水に濡らさないようにしている

 地域や学校の資源回収に参加している

 地域や学校の清掃活動に参加している

 不要なものは⼈に譲ったり、売ったりしている

 他の⼈から不要になったものを譲ってもらっている

 エコマークのある商品や再⽣品を選んでいる

 ⽣ごみは乾燥させて減量してから市の収集に出している

 ⽣ごみを堆肥化するなどして、市の収集に出さないようにしている

0 1 2 3 4

…
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・事業者取組調査では、リサイクルを⾏うだけでなく、詰め替え可能な製品の調達・包装
の簡素化・廃棄商品を減らすことによるごみの減量についても実⾏度が高くなっていま
す。⾷品ロスに関する取組は、実⾏度が低くなっています。 

 
■図 省資源・リサイクルについて（事業者） 

実⾏度（点） 

 

 
注︓実⾏度=｛（「実⾏している」の回答数）×3＋（「今後２年以内に取り組む予定」の回答数）×2 

＋（「今後５年以内に取り組む予定」の回答数）×1＋（「現在予定していない」の回答数）×0｝ 
÷｛回収数－（「あてはまらない」の回答数）－不明数｝ 
※実⾏度は 3 に近いほど、「実⾏している事業所が多い」とみなすことができます。 

資料︓安城市事業者取組調査結果（令和７年５⽉実施） 
 

環境⾖知識 〜循環経済（サーキュラーエコノミー）〜 
循環経済（サーキュラーエコノミー）とは、「つくって、つかって、すてる」という今までの線

型経済（リニアエコノミー）を⾒直し、資源をくり返し使って、なるべくごみを出さない経済
の仕組みです。これまでの大量⽣産・大量消費・大量廃棄の社会では、地球の資源がど
んどん減り、環境への負担も大きくなってきました。循環経済では、製品を⻑く使い、修理
や部品の再利⽤、リサイクルを積極的に⾏うことで、資源を無駄にせず、環境にもやさしい
社会を目指します。 

使い終わったモノを「ご
み」ではなく、新しい価値
のある「資源」として活かす
ことが大切です。市⺠・事
業者・⾏政が協⼒し、⼀
⼈ひとりの⾏動から持続可
能な未来をつくっていく考
え⽅です。 

資料︓「CIRCULAR ECONOMY IN THE NEITHERLANDS BY 2050-GOVERNMENT-
WIDE PROGRAM FOR A CIRCULAR ECONOMY」（2016）より環境省作成 

事務室から出る新聞やコピー⽤紙はリサイクルしている

廃棄物は可能な限りリサイクルしている

詰め替え可能な製品を優先的に調達している

⾃社の商品・製品の包装はなるべく簡素にしている

賞味期限・消費期限の迫った商品は、廃棄しないよう、販売⽅法を⼯夫している

再⽣品を優先的に調達している

社員⾷堂では⾷べ残しを減らすようメニューや配膳の量などを⼯夫している

使⽤済みの製品をユーザーから回収し、リサイクルしている

調達品の包装はなるべく簡素にするよう納⼊業者に依頼している

社員⾷堂の⾷材は、地元産のものを調達している

賞味期限・消費期限の迫った商品を、フードバンクなどに寄付している

0 1 2 3

…
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 (2)  指 標 
市⺠・事業者が、ごみの減量に取り組んでいることを把握するため、１⼈１日当たりの

ごみ排出量を指標とします。また、環境クリーンセンターやリサイクルプラザで処理した後に
発⽣した焼却灰・不燃残渣の最終埋⽴処分量を指標とします。いずれの指標も数値が
減少することで、ごみの減量と適正な処理が⾏われていると考えます。 

 

指 標 
基準値 

令和元年度 
（2019 年度） 

最新値 
令和６年度 

（2024 年度） 

目標 
令和 12 年度
（2030 年度） 

①１⼈１日当たりのごみ
排出量 

918g/⼈・日 863g/⼈・日 ↓ 

家庭系ごみ、事業系ごみの排出量を減らします。 

②最終埋⽴処分量 5,878t 4,503t ↓ 
適正なごみ分別処理を⾏うことで、埋⽴処分をする量を減らします。 

 

写真︓ごみピットの様⼦（環境クリーンセンター） 

写真︓不燃残渣処理の様⼦（榎前最終処分場） 
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 (3)  施 策 
 

① ごみの発生を抑制する 
天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り軽減していくためには、リサイク

ルに先⽴ち、日常⽣活や事業活動などに伴うごみの発⽣そのものを減らす取組を優先す
ることが重要です。 

不要なものをもらわないようにする「リフューズ」、物をすぐにごみにすることをしない「リデュ
ース」、不要になったものを再利⽤する「リユース」を促進することが必要です。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○⾷品ロスや⽣ごみの削減を促進します。 
○プラスチックごみの削減を促進します。 
○ごみの減量に取り組む地域活動などを促進します。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○すぐにごみになるようなものは⼿に⼊れないようにします。 
○⾷品ロスや⽣ごみを出さないように購⼊・調理をします。 
○ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの削減に取り組みます。 
○壊れたものや不要になったものを安易に捨てず、修理したり、他の⽤途で

使ったり、⼈に譲ったりするようにします。 
○ごみの減量に取り組む地域活動などに参画します。 
○地域の⾏事などに伴うごみの発⽣量の削減に取り組みます。 

事 業 者 ○事業活動に伴うごみの発⽣量の削減に取り組みます。 
○簡易包装やごみとなるものが少ない製品の開発や製造、販売を⾏いま

す。 
○ごみの減量に取り組む地域活動などに参画します。   

環境⾖知識 〜⾷品ロス〜 
「⾷品ロス」とは、まだ⾷べられるのに捨てられてしまう⾷べもののことです。日本では、年

間 464 万トンの⾷品ロスが発⽣しており、1 ⼈あたり毎日おにぎり 1 個（102ｇ）を捨
てている計算になります。主に、⾷べ残し、⼿つかずの⾷品（直接廃
棄）、⽪のむきすぎ（過剰除去）が発⽣要因になっています。 

⾷べものを捨てることは、ごみの増加や、⾷料を⽣産・運搬するとき
に使われるエネルギーの無駄遣いにもつながります。買いすぎない・作
りすぎない・⾷べきるなど、⼀⼈ひとりの⼯夫で⾷品ロスは減らせます。
未来の地球と暮らしを守るため、できることから始めてみましょう。 



【３】 資源循環 

- 40 - 

第 
３ 
章 

施 
策 
の 
展 
開 

柱 
３ 

資 
源 
循 
環 
 
 
 

 
 

 
② リサイクルを推進する  

リフューズ、リデュース、リユースの取組を⾏っても、最終的にはごみとして不要となるもの
が発⽣します。不要となったものについても、再び資源として利⽤することで、天然資源の
消費を抑制することができます。 

限りある天然資源を有効に活⽤し、最終埋⽴処分量の削減などを図るため、適正か
つ積極的なリサイクルを推進する必要があります。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○リサイクルに取り組みやすい環境整備を⾏います。 
○プラスチック資源の⼀括回収・再資源化を⾏います。 
○せん定枝※の再資源化を⾏います。 
○焼却灰の再資源化を推進します。 
○資源回収事業を⾏う地域活動などを促進します。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○「ごみの出し⽅・分け⽅」を守り、資源ごみがきちんとリサイクルされるよう
にします。 

○⽣ごみはたい肥などにして活⽤します。 
○資源回収事業を⾏う地域活動などに参画します。 

事 業 者 ○事業活動に伴うごみのリサイクルに取り組みます。 
○リサイクル資材を使⽤したり、リサイクルしやすい製品の開発や製造、販

売を⾏ったりします。 
○⾷品残渣の堆肥化・飼料化に取り組みます。 
○資源回収事業を⾏う地域活動などに参画します。 

    
環境⾖知識 〜プラスチック資源⼀括回収・再資源化〜 

本市では、令和 6 年 1 ⽉
から、プラスチック製容器包
装とプラスチック製品を⼀括
で回収し、再商品化を⾏っ
ています。 

これにより、プラスチックご
みの⼀層のリサイクルを進め
ています。 
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③ 適正なごみ処理を⾏う 

ごみの発⽣抑制を進めた上で排出されるごみについては、リサイクルできるごみ（資
源）と、リサイクルできないごみとの分別を徹底し、それぞれを適正に処理することで、環
境負荷の軽減を図ることができます。 

ポイ捨てや不法投棄は、景観の悪化を招いたり、⼟壌や河川を汚染したりする原因と
なります。リサイクルできるごみを燃やしてしまうと、資源が無駄になるだけでなく、二酸化
炭素を発⽣させ、地球温暖化の原因にもなります。また、最終埋⽴処分量も増えること
となります。 

ごみ処理における環境負荷の軽減、処理経費の削減を図るためにも、ごみは適正に
処理をする必要があります。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○正しいごみの出し⽅について周知徹底を図ります。 
○地域と連携し、ごみステーションの適切な管理を⾏います。 
○事業系ごみの適正処理に関する指導などを⾏います。 
○不法投棄の防止を図ります。 
○地域美化やポイ捨て防止を⾏う地域活動などを促進します。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○「ごみの出し⽅・分け⽅」を守り、適正にごみを分別処理します。 
○ごみステーションをきれいに保ちます。 
○ポイ捨てや不法投棄はしません。 
○⾃⾝が管理する⼟地にポイ捨てや不法投棄がされないようにします。 
○地域美化やポイ捨て防止を⾏う地域活動などに参画します。 
○地域の⾏事などで出たごみを正しく分別し、処理します。 

事 業 者 ○⼀般廃棄物※と産業廃棄物※を正しく分別し、適正な処理を⾏います。 
○不法投棄はしません。 
○⾃⾝が管理する⼟地にポイ捨てや不法投棄がされないようにします。 
○地域美化やポイ捨て防止を⾏う地域活動などに参画します。 
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 (4)  SDGs との関わり 
「資源循環」の取組と関連する SDGs の目標とターゲットを⽰します。 

 
目標 ターゲット 

６ 安全な水とトイ
レを世界中に 

 

6.3 2030 年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化
学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減
及び再⽣利⽤と安全な再利⽤を世界的規模で大幅に増
加させることにより、水質を改善する。 

９ 産業と技術⾰新
の基盤をつくろう 

 

9.4 2030 年までに、資源利⽤効率の向上とクリーン技術
及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導⼊拡大を通
じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上さ
せる。全ての国々は各国の能⼒に応じた取組を⾏う。 

11 住み続けられる
まちづくりを 

 

11.6 2030 年までに、大気の質及び⼀般並びにその他の
廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、
都市の⼀⼈当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

12 つくる責任 つか
う責任 

 

12.2 2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効
率的な利⽤を達成する。 

12.3 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の
⼀⼈当たりの⾷料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの
⽣産・サプライチェーンにおける⾷品ロスを減少させる。 

 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、
製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全て
の廃棄物の管理を実現し、⼈の健康や環境への悪影響を
最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、⼟壌へ
の放出を大幅に削減する。 

 12.5 2030 年までに、廃棄物の発⽣防止、削減、再⽣利
⽤及び再利⽤により、廃棄物の発⽣を大幅に削減する。 

 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調
達の慣⾏を促進する。 

14 海の豊かさを守
ろう 

 

14.1 2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に
陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防
止し、大幅に削減する。 

14.3 あらゆるレベルでの科学的協⼒の促進などを通じて、
海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。 
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【４】 地球温暖化対策              
 

地球温暖化を抑制するため、その原因である温室効果ガス※排出量を削減する対策が
急務となっています。環境省の報告では、日本全体から排出される温室効果ガスのうち、二
酸化炭素が 90%以上を占めています。二酸化炭素の発⽣要因は主に⽯油や天然ガスな
どの化⽯燃料の使⽤によるもので、電気の利⽤も発電時の⽯炭や天然ガスなどの使⽤に
伴い、間接的に二酸化炭素を発⽣させています。また、そうしたエネルギー起源の二酸化炭
素とは別に、プラスチックごみを焼却する際にも二酸化炭素は発⽣します。 

本計画では、最も排出量が多く、⼈々の努⼒で削減可能な二酸化炭素を温室効果ガ
スとして扱うこととします。 

地球温暖化対策を進めるうえでは省エネルギーの徹底、再⽣可能エネルギーの活⽤、
移動・輸送における燃料の削減など、温室効果ガス排出量を削減する「緩和策」を進めま
す。また、気候変動による影響に対処し、被害を回避・軽減する「適応策」についても同時
に進めていきます。 

地球温暖化対策の柱では、温室効果ガス排出量を減らし地球温暖化の原因をできる
だけ抑えるとともに、気候変動への適応策が図られた状態を理想とします。 

 
対象とする温室効果ガス 

温室効果ガス 部門 排出源 
エネルギー起源二酸化炭素 産業、家庭、業務、運輸 各部門のエネルギー使⽤に

伴う排出 
非エネルギー起源二酸化炭素 ⼀般廃棄物※ プラスチックごみの焼却に伴う

排出 
 

 (1)  現 状 
・本市は、令和４年（2022 年）５⽉に 2050 年の二酸化炭素排出量の実質ゼロを
目指すゼロカーボンシティ表明を⾏いました。 

・令和７年（2025 年）３⽉に安城市ゼロカーボンシティ推進戦略を策定し、令和 12
年度（2030 年度）において、温室効果ガス排出量平成 25 年度（2013 年度）
⽐で 46％以上削減を目標に掲げ、施策を進めています。 

・本市の温室効果ガス排出量の内訳では、製造業などの産業部門が最も多く、半分以
上を占めています。 

・平成 25 年度（2013 年度）から温室効果ガス排出量は減少する傾向が⾒られるも
のの、目標達成にはさらなる努⼒が必要です。 
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■表 安城市の温室効果ガス※排出量の推移 
単位︓千 t-CO2 

区分/年度 
⻄暦 2013 2019 2020 2021 2022 
和暦 平成 25 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 

産業部門  891 923 784 793 660 
製造業 873 904 769 777 646 
建設業・鉱業 8 6 6 7 7 
農林水産業 10 13 9 9 8 

業務その他部門 297 222 199 230 210 
家庭部門 240 199 205 192 196 
運輸部門  330 308 280 277 285 

旅客⾃動⾞ 205 190 167 163 172 
貨物⾃動⾞ 111 106 101 103 103 
鉄道 14 12 12 11 11 

⼀般廃棄物 28 20 32 28 30 
排出量合計 1,786 1,673 1,500 1,520 1,381 

資料︓部門別 CO2 排出量の現況推計（安城市環境都市推進課） 

 

・本市は、年間を通じて日照に恵まれており、太陽光発電システムの導⼊に向いていると
いえます。固定価格買取制度※の導⼊により、太陽光発電システムが増加しています。 

 
 

 
 

 

■図 太陽光発電システム導⼊容量の推移 
（本市） 

 
資料︓固定価格買取制度 情報公開⽤ウェブサイト   

B 表市区町村別認定・導⼊量 
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■図 全天日射量 年平均  
 
 

  
 
資料︓気象庁平年値メッシュ 

（平成３（1991 年）〜令和２年  
（2020 年）の平年値） 
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・本市では、⾃動⾞保有台数が増加傾向にあります。 
・全国では、電気⾃動⾞やプラグインハイブリッド⾃動⾞※、燃料電池⾃動⾞※の普及が
進んでいます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■図 次世代⾃動⾞保有台数の推移（全国） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■図 ⾃動⾞保有台数の推移（本市） 

 
注︓軽⾃動⾞は７⽉１日現在、他は前年度の３⽉ 31 日現在 
資料︓'25 安城の統計 
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■図 次世代⾃動⾞※保有台数の推移（全国） 

 
注︓各年度末現在 
資料︓⼀般社団法⼈次世代⾃動⾞振興センター ウェブサイト 
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【アンケート調査より】 
・市⺠⾏動調査では、電源のこまめなオンオフなどの実⾏度は高くなっているものの、住宅
の断熱性の向上や環境負荷が低い電⼒の選択を図る取組は、実⾏度が低くなってい
ます。⾃動⾞に関しては、運転時の取組や配達の効率化について実⾏度が高くなって
いるものの、徒歩や⾃動⾞、公共交通の利⽤は実⾏度が低くなっています。節水に関
しては、⾬水の利⽤や風呂の残り湯の再利⽤の実⾏度が低くなっています。 

 
■図 電気や燃料等の節約について（市⺠） 

実⾏度（点） 

 

 
注︓実⾏度=｛（「いつもやっている」の回答数）×4＋（「時々やっている」の回答数）×3 

＋（「これからやってみる」の回答数）×2＋（「やるつもりはない」の回答数）×1｝ 
÷｛回収数－（「あてはまらない・分からない」の回答数）－不明数｝ 
※実⾏度は 3 以上あれば、多くの市⺠が「やっている」とみなすことができます。 

資料︓安城市市⺠⾏動調査結果（令和７年５⽉実施） 

  

テレビを⾒ていないときは消している

照明はこまめに消している

パソコン・プリンタ等を使⽤していないときは電源を切って
いる

エアコンは節電に配慮した温度設定にしている

省エネルギー型の家電製品を優先して購⼊している

冬は厚⼿のカーテンなどで窓からの冷気を遮っている

夏はすだれやよしず、グリーンカーテンなどで日差しを遮っ
ている

窓ガラスに遮熱シートや断熱シートを貼っている

再⽣可能エネルギーでつくられた電⼒の割合が高い電
⼒会社を選んで契約している
宅配の荷物は、時間指定や置き配、コンビニ受け取り
等にして、再配達を避けている

⾃動⾞に無駄な荷物を載せたままにしていない

⾃動⾞を運転する際は、ふんわりアクセルなどのエコドラ
イブを⼼がけている
⾃動⾞のタイヤは空気圧をチェックして適切な状態にな
るよう⼼がけている
通信販売の荷物は、なるべくまとめて注文し、⼀括発送
させている
移動する際は徒歩や⾃転⾞、公共交通機関を利⽤し
てガソリンなどの⾃動⾞⽤燃料を節約している

庭の散水などに⾬水を利⽤して節水している

風呂の残り湯を洗濯等に再利⽤している

節電に
関すること

⾃動⾞に
関すること

節水に
関すること

0 1 2 3 4
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・事業者取組調査では、運転時の取組については実⾏度が高くなっているものの、公共
交通や⾃転⾞の利⽤は実⾏度が低くなっています。 

 
■図 ⾃動⾞の運⽤について（事業者） 

実⾏度（点） 
 

 
注︓実⾏度=｛（「実⾏している」の回答数）×3＋（「今後２年以内に取り組む予定」の回答数）×2 

＋（「今後５年以内に取り組む予定」の回答数）×1＋（「現在予定していない」の回答数）×0｝ 
÷｛回収数－（「あてはまらない」の回答数）－不明数｝ 
※実⾏度は 3 に近いほど、「実⾏している事業所が多い」とみなすことができます。 

資料︓安城市事業者取組調査結果（令和７年５⽉実施） 

 
・事業者取組調査では、冷暖房の適切な温度設定や、電源のこまめなオンオフの実⾏
度は高くなっています。 

 
■図 省エネ・節電について（事業者） 

実⾏度（点）  
 

   
注︓実⾏度=｛（「実⾏している」の回答数）×3＋（「今後２年以内に取り組む予定」の回答数）×2 

＋（「今後５年以内に取り組む予定」の回答数）×1＋（「現在予定していない」の回答数）×0｝ 
÷｛回収数－（「あてはまらない」回答数）－不明数｝ 
※実⾏度は 3 に近いほど、「実⾏している事業所が多い」とみなすことができます。 

資料︓安城市事業者取組調査結果（令和７年５⽉実施） 

⾞両のオイルや空気圧等をこまめに点検している

停⾞中はエンジンを切る等のエコドライブをするようにしている

排出ガス規制適合⾞や天然ガス⾃動⾞等の低公害⾞を導⼊して
いる

共同輪配送の実施等、輸送の合理化を⾏っている

遠距離・大量輸送は鉄道を利⽤している

⾞の使⽤を控え、公共交通機関や⾃転⾞を利⽤するようにしている

0 1 2 3

0 1 2 3

…

…
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 (2)  指 標 
国の地球温暖化対策計画で令和３年（2021 年）に定められた中期目標をもと

に、安城市での温室効果ガス※排出量を令和 12 年度（2030 年度）に、平成 25 年
度（2013 年度）⽐で 46%以上減らすことを指標とします。 

指 標 
基準年度 

平成 25 年度 
（2013 年度） 

最新値 
令和４年度 

（2022 年度） 

目標 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
①温室効果ガス 

排出量 
1,786 千 t-CO2 1,381 千 t-CO2 

959 千 t-CO2 
（2013 年度⽐ 46％以上減） 

化⽯燃料由来のエネルギーの使⽤量を抑制し、温室効果ガス排出量を減らします。 

 

写真︓太陽光発電パネルが設置された住宅 

写真︓燃料電池⾃動⾞（左）・プラグインハイブリッド⾃動⾞（右） 
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 (3)  施 策 
 

① 省エネルギーに取り組む 
現在、主要なエネルギーである電気は、多くが化⽯燃料を燃焼させて作られており、私

たちは直接的・間接的にエネルギーを化⽯燃料に依存して活動しています。温室効果ガ
ス※の排出量を減らすため、省エネルギーにつながる⽣活様式、事業活動の定着と、省エ
ネルギーな高効率機器の導⼊を推進する必要があります。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○省エネルギー機器などの普及を促進します。 
○クール＆ウォームシェアを推進します。 
○デコ活※を推進します。 
○公共施設の省エネルギー化を推進します。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○住宅を断熱リフォームし、冷暖房によるエネルギー使⽤量を削減します。 
○LED 照明など電気消費量が少ない家電製品などを使⽤します。 
○クールビズ※・ウォームビズ※に取り組みます。 
○クール&ウォームシェアに取り組みます。 

事 業 者 ○省エネ診断を実施し、エネルギー使⽤量の削減を図ります。 
○LED 照明やコージェネレーションシステム※など省エネ効果の高い機器・

設備などを使⽤します。 
○クールビズ・ウォームビズに取り組みます。 
○クール＆ウォームシェアに取り組みます。 

 
 

環境⾖知識 〜クール＆ウォームシェア〜 
暑い日や寒い日に 1 ⼈ずつエアコンをつけるよりも、図書館やお店などにみんなで集まっ

て過ごすことで、電気の無駄遣いを減らし地球温暖化対策につなげる取組が「クール＆ウ
ォームシェア」です。 

例えば、夏は図書館や店などの涼しい所で家族や友⼈と⼀緒に過ごす「クールシェ
ア」、冬はこたつやリビングに集まって暖まる「ウォームシェア」として実践できます。 

電気を個別に使うよりも、⼀緒に過ごすことでエネルギ
ー使⽤量を減らすことができるうえ、家族や地域とのつな
がりも深まります。楽しみながら、環境にやさしい⾏動がで
きるのが大きな特⻑です。 
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② 再生可能エネルギーを活⽤する 

再⽣可能エネルギーは、⽯油、⽯炭、天然ガスなどといった有限な資源である化⽯燃
料とは違い、太陽光や風⼒、地熱、動植物に由来する有機物など、⾃然界に常に存在
するエネルギーです。 

温室効果ガス※の排出量を減らすため、化⽯燃料に由来したエネルギーから、再⽣可
能エネルギーへ切り替えていく必要があります。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○再⽣可能エネルギーの導⼊を促進します。 
○新たなエネルギーや技術について調査研究を⾏います。 
○環境クリーンセンターでのごみ焼却による余熱や余剰電⼒の活⽤を⾏います。 
○再⽣可能エネルギーを活⽤した電⼒事業者と電気契約します。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○太陽光発電システムや蓄電池などを活⽤します。 
○再⽣可能エネルギーを活⽤した電⼒事業者と電気契約します。 

事 業 者 ○太陽光発電システムや蓄電池などを活⽤します。 
○再⽣可能エネルギーを活⽤した電⼒事業者と電気契約します。 

 
環境⾖知識 〜ＺＥＨ

ゼ ッ チ
・ＺＥＢ

ゼ ブ
〜 

「ZEH（ゼッチ）」と「ZEB（ゼブ）」は、家や建物で使うエネルギーをできるだけ減ら
し、太陽光などの⾃然エネルギーを活⽤して、エネルギーの消費を実質ゼロに近づける住
まい⽅・建て⽅のことです。 

ZEH は主に住宅、ZEB は学校やオフィス
ビルなど大きな建物が対象です。 

建物の断熱性能を高めたり、省エネ家電
を使ったりすることで、冷暖房や照明にかかる
電気を少なくしながら、快適に暮らすことがで
きます。環境にやさしいだけでなく、電気代の
節約にもつながります。 

国や⾃治体もこの取組を⽀援しており、
未来の標準的な建物として注目されていま
す。                      出典︓全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト  
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③ ガソリンなどの使⽤量を減らす 

移動・輸送に伴い排出される温室効果ガス※の多くが、ガソリン・ディーゼル⾃動⾞※に
由来しています。 

温室効果ガスの排出量を減らすため、エネルギー効率の高い次世代⾃動⾞※の導
⼊、公共交通や⾃転⾞の利⽤などを推進する必要があります。 

 
【⾏政の取組】 

取組内容 
○次世代⾃動⾞の普及を促進します。 
○公共交通や⾃転⾞の利⽤を促進します。 
○道路の円滑な通⾏を促す交差点改良などの整備を⾏います。 
 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○次世代⾃動⾞など排気ガスの排出量が少ない⾃動⾞を利⽤します。 
○アイドリング※ストップなどのエコドライブをします。 
○公共交通や⾃転⾞、徒歩で移動します。 
○宅配便は⼀度で受け取ります。 

事 業 者 ○次世代⾃動⾞など排気ガスの排出量が少ない⾃動⾞を利⽤します。 
○アイドリングストップなどのエコドライブをします。 
○公共交通や⾃転⾞、徒歩で移動します。 
○物流の合理化を図るなど、⾃動⾞の⾛⾏量を減らします。 
○在宅ワークやオンライン会議を活⽤するなど、移動を減らします。 

     

環境⾖知識 〜デコ活〜 
「デコ活」とは「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国⺠運動」の愛称であり、

二酸化炭素（CO₂）を減らす（DE）脱炭素（Decarbonization）と、環境に良い
エコ（Eco）を含む"デコ"と活動・⽣活を組み合わせた新しい言葉です。 

「デコ活アクション」は、デコ活につながる具体的な取組⽅法を⽰したものです。 
 

まずはここから︕ デコ活アクション 
デ 電気も省エネ 断熱住宅 
コ こだわる楽しさ エコグッズ 
カ 感謝の⼼ ⾷べ残しゼロ 
ツ つながるオフィス テレワーク 
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④ 気候変動に適応する 
気候変動を抑えるためには、緩和策が最も必要かつ重要な対策ですが、緩和策の効

果が現れるには⻑い時間がかかります。最大限の排出削減努⼒を⾏っても、過去に排
出された温室効果ガス※の大気中への蓄積があり、ある程度の気候変動は避けられませ
ん。 

そのため、気候変動によって既に起きている被害や将来予測される被害を回避・軽減
するための適応策も同時
に進めることが必要です。   

また、気候変動が私た
ちにとって有利に働くことを
活⽤する適応策も考えら
れ、こうした気候変動がも
たらす正の影響も⽣かし
ていく視点も大切です。 

資料︓緩和と適応（気候変動適応情報プラットフォーム） 
【⾏政の取組】                

取組内容 
○県と協⼒し、農作物などへの影響を回避・軽減する適応技術導⼊や品種転換など

を促進します。 
○豪⾬による水害を減らす⾬水貯留浸透施設※などの整備や水⽥貯留※を推進しま

す。 
○洪水が起きた場合の浸水被害を予測した水害ハザードマップの周知を図ります。 
○熱中症の予防・対処法の周知を図ります。 
○クーリングシェルター※を設置するなど、熱中症対策を講じます。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○豪⾬や洪水などの災害に備えます。 
○家庭での⾬水貯留浸透施設を整備します。 
○熱中症にならないよう予防します。 

事業者 ○気候変動の影響についての情報を収集・整理し、適応への取組や適応
技術の開発などに取り組みます。 

○農作物などへの影響を回避・軽減する適応技術導⼊や品種転換など
に取り組みます。 

○豪⾬や洪水などの災害に備えます。 
○⾬水貯留浸透施設などの整備や水⽥貯留を推進します。 
○職場における熱中症対策を実施します。 
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 (4)  SDGs との関わり 
「地球温暖化対策」の取組と関連する SDGs の目標とターゲットを⽰します。 

 
目標 ターゲット 

７ エネルギーをみん
なに そしてクリー
ンに 

 

7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再⽣
可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 

９ 産業と技術⾰新
の基盤をつくろう 

 

9.4 2030 年までに、資源利⽤効率の向上とクリーン技術
及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導⼊拡大を通
じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上さ
せる。全ての国々は各国の能⼒に応じた取組を⾏う。 

11 住み続けられる
まちづくりを 

 

11.2 2030 年までに、脆弱な⽴場にある⼈々、⼥性、⼦
供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通
機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての
⼈々に、安全かつ安価で容易に利⽤できる、持続可能な
輸送システムへのアクセスを提供する。 

 11.6 2030 年までに、大気の質及び⼀般並びにその他の
廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、
都市の⼀⼈当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

12 つくる責任 つか
う責任 

 

12.2 2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効
率的な利⽤を達成する。 

12.4 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従
い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や
全ての廃棄物の管理を実現し、⼈の健康や環境への悪影
響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、⼟
壌への放出を大幅に削減する。 

 12.5 2030 年までに、廃棄物の発⽣防止、削減、再⽣利
⽤及び再利⽤により、廃棄物の発⽣を大幅に削減する。 

 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調
達の慣⾏を促進する。 

13 気候変動に具
体的な対策を 

 

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に
関する教育、啓発、⼈的能⼒及び制度機能を改善する。 
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【５】 環境学習・環境⾏動 
 

⽣活環境保全、⾃然・都市共⽣、資源循環、地球温暖化対策という施策の柱を推
し進めるには、市⺠⼀⼈ひとりが意識し、⾏動することが必要です。 

⼟台である「環境学習・環境⾏動」では、４つの柱の礎となる環境意識を高めるた
め、市⺠・事業者・⾏政が環境問題の現状や、取組の⽅法を知り、効果などをお互いに
伝え、主体的にまたは協働で⾏動している状態を理想とします。 

「⽣活環境保全」、「⾃然・都市共⽣」、「資源循環」、「地球温暖化対策」の４つの
柱の施策におけるそれぞれの取組は、下記の施策が伴っていることが重要です。 
 

 (1)  施 策 
 

① 情報を発信する・収集する 
紙媒体やインターネット、SNS など様々なメディアを利⽤して、各主体が環境情報の

効果的な発信と収集を⾏い、相互に啓発し合います。 
 

② 学ぶ・体験する 
各主体が、それぞれの⽴場から、得意とする分野において、その知識を共有し、活動の

すそ野を広めていくことが有効です。例えば事業者では、⼀般には知られていない取組
を、広く周知することで社会に貢献できることがあります。相互に教えあい、理解を深めな
がら環境意識を高めていきます。 

 
③ ⾏動する 

各主体が、環境に配慮した⾏動を実践し、環境負荷の軽減に貢献していきます。 
 
 
 
 

 



 

- 55 - 

第 
３ 
章 

施 
策 
の 
展 
開 

土 
台 

環 
境 
学 
習 
・ 
環 
境 
⾏ 
動 

【⾏政の取組】 
取組内容 

○環境⾏動に繋がる情報の提供、周知・啓発を⾏います。 
○環境学習拠点「エコきち」をはじめ、学校や公⺠館などでの環境学習事業・意識啓

発事業を⾏います。 
○市⺠団体などとの環境協働事業を推進します。 
○⾏政⾃⾝が⼀事業者として、市⺠・事業者に率先した環境⾏動を⾏い、その内容

について周知・広報します。 
 

【市⺠・事業者に期待される取組】 
主体 取組内容 

市⺠ ○環境情報に関⼼を持ち、収集します。 
○環境に配慮した⾏動を実践します。 
○環境講座、環境イベントなどに参加します。 
○環境に関する地域活動などに参画します。 
○環境に良い⾏動をする仲間を増やします。 

事 業 者 ○環境情報に関⼼を持ち、収集します。 
○環境に配慮した事業活動を実施します。 
○環境講座、環境イベントなどを実施したり、⽀援したりします。 
○環境に関する地域活動などに参画したり、⽀援したりします。 
○⾃⾝の環境⾏動について周知・広報し、仲間を増やします。 

   
 

環境⾖知識 〜わくわくネイチャースクール〜 
本市では、小学⽣（４〜６年⽣）と中学⽣を対象に、⽮作川の水資源に対する環

境保全への理解を深める体験型環境学習事業を実施しています。 
⻑野県根⽻村にある⽮作川水源の森での⾃然体験などを通して、普段使っている水

はどこから来ているのか、森林はどんな役割をしているのかなどを考えるきっかけづくりになっ
ています。  

写真︓わくわくネイチャースクールの様⼦ 
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 (2)  SDGs との関わり 
「環境学習・環境⾏動」の取組と関連する SDGs の目標とターゲットを⽰します。 

 
目標 ターゲット 

４ 質の高い教育を
みんなに 

 

4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持
続可能なライフスタイル、⼈権、男⼥の平等、平和及び非
暴⼒的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多
様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を
通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するた
めに必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

12 つくる責任 つか
う責任 

 

12.8 2030 年までに、⼈々があらゆる場所において、持続
可能な開発及び⾃然と調和したライフスタイルに関する情
報と意識を持つようにする。 

17 パートナーシップ
で目標を達成しよ
う 

 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基に
した、効果的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップ
を奨励・推進する。 

           
環境⾖知識 〜エコきち〜 

「エコきち」は、地域の講師による環境について学
ぶ講座や体験講座などを開催するとともに、⾝近な
⽣きものなどの展⽰も⾏う環境学習事業の拠点
（エコ活動の基地）です。 

柿⽥公園管理事務所内にあり、年間を通じて
100 以上の環境学習事業を実施しています。 

写真︓エコきちの様⼦ 
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２．計画の体系 
 (1)  体系図 
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 (2)  目的・状態・指標のまとめ 
 

 生活環境保全  
■目的 ⼈が安⼼して⽣活するため 
■状態 大気・水などが良好な状態にあること 
■指標 

指標 
基準値 

令和元年度 
（2019 年度） 

最新値 
令和６年度 

（2024 年度） 

目標 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
①大気の環境基準※達成率 100% 100% 100% 
②水質の環境基準達成率 64% 86% 100% 
③道路騒⾳の要請限度※達成率 100% 100% 100% 
④ダイオキシン類の環境基準達成率 100% 100% 100% 

 
 自然・都市共生  
■目的 良好な⾃然環境を守るため 
■状態 農地・水辺地などの⾃然環境が保たれる適正な⼟地利⽤を⾏っていること 
■指標 

指標 
基準値 

令和２年 
（2020 年）４⽉ 

最新値 
令和７年 

（2025 年）4 ⽉ 

目標 
令和 12 年度

（2030 年度） 
①都市公園の⾯積 100.21ha 105.76ha ↑ 
②多⾯的機能活動対象区域⾯積率 90.3% 91.5％ ↑ 
③多⾃然川づくり整備延⻑距離 6,600m 7,864ｍ ↑ 

 
 資源循環  
■目的 限りある資源を大切にするため 
■状態 廃棄物の減量、再利⽤、処理を適正に⾏っていること 
■指標 

指標 
基準値 

令和元年度 
（2019 年度） 

最新値 
令和６年度 

（2024 年度） 

目標 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
①１⼈１日当たりのごみ排出量 918g/⼈・日 863g/⼈・日 ↓ 
②最終埋⽴処分量 5,878t 4,503t ↓ 

 
 地球温暖化対策  
■目的 地球温暖化を緩和させるため 
■状態 二酸化炭素などの温室効果ガス※の排出量が少ない社会構造であること 
■指標 

指標 
基準年度 

平成 25 年度 
（2013 年度） 

最新値 
令和４年度 

（2022 年度） 

目標 
令和 12 年度 

（2030 年度） 
①温室効果ガス排出量 1,786 千 t-CO2 1,381 千 t-CO2  959 千 t-CO2 

 
 環境学習・環境⾏動  
■目的 ４つの計画の柱を推進する環境意識を高めるため 
■状態 市⺠・事業者・⾏政が皆主体的に単独または協働で⾏動していること 
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第４章 計画の推進と進捗管理 
 

本計画の推進にあたっては、市⺠・事業者・⾏政が、それぞれの役割を果たし、協働
することが必要です。 

⾏政が実施する事業については、安城市総合計画における実施計画や、予算に基づ
き毎年度内容が決定されることから、当該年度に各担当課が実施する施策を取りまとめ
た「アクションプラン」を作成・公表し、直接事業を実施し、また、市⺠や事業者の環境⾏
動の実施を⽀援します。 

そして、年度終了後には、各担当課の施策の結果及び各柱の指標の最新数値を取
りまとめた「環境報告書」を作成・公表します。 

取りまとめた結果や最新数値については、安城市環境審議会にて報告し、以降の各
担当課の施策の⾒直しを検討し、本計画の実効性を高めていきます。 
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１．第２次安城市環境基本計画の改定経過 
 

年 ⽉ 会議等 
令和７年 ３⽉ 環境審議会開催 

・第２次安城市環境基本計画改定の諮問について 
５⽉ 市⺠⾏動調査・事業者取組調査（アンケート調査）実施 
６⽉ 庁内策定作業部会開催 

10 ⽉ 環境審議会開催 
・第２次安城市環境基本計画の改定について 

11 ⽉ 庁内策定作業部会開催 
12 ⽉ 環境審議会開催 

・第２次安城市環境基本計画改定 パブリックコメント案について 
12 ⽉ パブリックコメント実施 

（令和７年 12 ⽉ 15 日〜令和８年１⽉ 15 日） 
令和８年 ３⽉ 環境審議会開催 

・パブリックコメント内容の審議について 
・第２次安城市環境基本計画策定の答申について 

※ 環境審議会資料、アンケート調査結果は安城市公式ウェブサイトにて掲載しています。 
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２．安城市環境審議会委員 
役職 氏 名（敬称略） 所属及び役職等 選任区分 

会⻑ 
杉山 貞幸 安城市町内会⻑連絡協議会 

副会⻑ 各種団体の代表者 
（前）⽯川 伸男 

副会⻑ 岩⽉ 輝希 愛知県地球温暖化防止活動推進センター 
調査研究部⻑ 各種団体の代表者 

委員 飯尾 歩 中日新聞 
元論説委員 学識経験者 

委員 小林 敬幸 名古屋大学大学院⼯学研究科 
准教授 学識経験者 

委員 浅⽥ 奈津⼦ 安城市消費⽣活学校 
運営委員⻑ 各種団体の代表者 

委員 
伊藤 宏 中部電⼒パワーグリッド株式会社 

刈⾕営業所 総務グループ⻑ 各種団体の代表者 
（前）新原 敦 

委員 岩井 初幸 安城商⼯会議所 
事務局⻑ 各種団体の代表者 

委員 片岡 明博 東邦ガス株式会社 
三河地域⽀配⼈ 各種団体の代表者 

委員 神⾕ 壮⼀郎 安城⻘年会議所 
七⼣特別委員会 特別委員⻑ 各種団体の代表者 

委員 ⽵本 和彦 特定 NPO 法⼈地球温暖化対策 
地域協議会エコネットあんじょう 理事⻑ 各種団体の代表者 

委員 棚橋 昭 株式会社デンソー 安全衛⽣環境部⻑ 
上級キャリアエキスパート（部⻑級） 各種団体の代表者 

委員 ⼟井 万寿美 ⼀般社団法⼈中部 SDGｓ推進センター 
シニアプロデューサー 各種団体の代表者 

委員 野村 勝⼰ あいち中央農業協同組合 
営農企画部 部⻑ 各種団体の代表者 

委員 久恒 美⾹ 安城市教育委員会 各種団体の代表者 

委員 
⻄野 正洋 ⻄三河県⺠事務所 

環境保全課⻑ 関係⾏政機関の職員 
（前）渡邉 省吾 

委員 ⽯原 由紀   その他市⻑が適当と認
めた者（公募市⺠） 

委員 
久⽶ 政三 

  その他市⻑が適当と認
めた者（公募市⺠） （前）池端 伸二 

委員 
坂藤 祥⼦ 

 その他市⻑が適当と認
めた者（公募市⺠） （前）藤⽥ 孝 

※ 役職名等は改定当時のもの。 
※ （前）は前任者  
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３．⽤語解説 
 
あ行 

 

アイドリング（P22、51） 

⾃動⾞が⾛っていない時にエンジンをかけっぱなしに
すること。 
 
一般廃棄物（P34、41、43） 

事業活動に伴って⽣じる特定の廃棄物を産業廃
棄物といい、それ以外の廃棄物（産業廃棄物以
外の事業活動に伴って排出されるものや⼀般家庭
の日常⽣活から排出されるもの）を⼀般廃棄物と
いう。 
 
ウェルビーイング（P1、8） 

⼼⾝の健康や社会的な充⾜感が満たされた状態
のこと。 
 
ウォームビズ（P49） 

過度な暖房に頼らず、暖房時の室温 20℃（目安）
で快適に過ごすライフスタイルのこと。 
 
雨水貯留浸透施設（P52） 

⾬水を⼀時的に貯めたり地下に浸透させたりして、
下水道・河川への⾬水流出量を抑制するもの。⾬
水貯留施設には調整池や⾬水貯留槽（⾬水タン
ク）、⾬水浸透施設には透水性舗装や浸透マス
などがある。 
 
温室効果ガス（P1、7、8、9、12、33、43、

44、48、49、50、51、52、58） 

大気が太陽から受ける熱を保持し、⼀定の温度を
保つ仕組みのことを温室効果といい、その効果を持
つ気体を温室効果ガスという。地球温暖化対策の
推進に関する法律において、二酸化炭素、メタン、
⼀酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフ
ルオロカーボン類、六ふっ化硫⻩、三ふっ化窒素が、
温暖化防止のため削減対象の温室効果ガスと定
められている。 
 

か行 
 

化学的酸素要求量（COD）（P15） 

水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される
酸化剤の量を酸素量に換算したもので、海水や湖
沼水質の有機物による汚濁状況を測る代表的な
指標。数値が高くなるほど汚濁物質が多く、「汚い」
と評価される。 
 
合併処理浄化槽（P23） 

水洗トイレ汚水（し尿）と、台所や風呂、洗濯な
どの⽣活雑排水を、微⽣物の働きにより浄化処理
する装置のこと。処理水はそのまま河川に流せる。 
 
環境基準（P7、15、16、21、58） 

⼈の健康の保護及び⽣活環境の保全のうえで維
持されることが望ましい基準のこと。大気、水（地
下水含む）、⼟壌、騒⾳に対して設定されている。 
 
環境保全協定（P22、23、24） 

地⽅⾃治体または地域住⺠等とその地域内に⽴
地し、または⽴地しようとする企業との間において、
公害などの発⽣を防止し地域住⺠の健康及び⽣
活環境を保全することを目的として締結する協定の
こと。 
 
気候変動適応法（P1） 

国、地⽅公共団体、事業者、国⺠が気候変動適
応の推進のため担うべき役割を明確にした法律。農
業や防災などの各分野の適応を推進する気候変
動適応計画を策定するとともに、計画の進展状況
について、把握・評価⼿法を開発し、適応の総合
的推進を図る。 
 
クーリングシェルター（P52） 

猛暑や熱中症のリスクが高まる時期に、地域住⺠
が⼀時的に避難・休息し、体を冷やすことができる
場所や施設。 
 
クールビズ（P49） 

過度な冷房に頼らず、冷房時の室温 28℃（目安）
で様々な⼯夫をして夏を快適に過ごすライフスタイル
のこと。 
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光化学オキシダント（Ox）（P15） 

⼯場の煙や⾃動⾞の排気ガスなどに含まれている
窒素酸化物（NOx）や炭化水素（HC）が、太
陽からの紫外線を受けて光化学反応を起こし、オゾ
ン、パーオキシアセチルナイトレートという物質が⽣成
される。これらの物質は酸化させる⼒が強く、総称し
てオキシダントあるいは光化学オキシダントという。濃
度が高くなると健康被害が発⽣することがある。 
 
コージェネレーションシステム（P49） 

発電と同時に発⽣した排熱も利⽤して、冷暖房や
給湯などの熱需要に利⽤するエネルギー供給システ
ムで、総合熱効率の向上を図るもの。 
 
固定価格買取制度（P44） 

再⽣可能エネルギーで発電した電気を、電⼒会社
が⼀定価格で⼀定期間買い取ることを国が約束す
る制度のこと。電⼒会社が買い取る費⽤の⼀部は、
電⼒利⽤者から賦課⾦という形で集め、導⼊コスト
を考慮した買取価格を設定しており、再⽣可能エ
ネルギーの導⼊を⽀援している。 
 
さ行 

 

サーキュラーエコノミー（P8） 

資源を効率的に循環させ、持続可能な社会と経
済的な成⻑をめざすシステムのこと。循環経済と同
義。 
 

最終処分場（P33） 

廃棄物の収集・分別・焼却などの⼀連の処理⼯程
の最後に⾏われる残渣の埋⽴処分を最終処分とい
う。処理する廃棄物によって、遮断型最終処分場、
安定型最終処分場、管理型最終処分場に分かれ、
それぞれの基準に従い、汚水の流出、地下水汚染、
廃棄物の⾶散・流出、ガス発⽣などへの対策を取っ
ている。 
 
産業廃棄物（P34、41） 

⼯場、事業場などで事業活動に伴って⽣じる、燃え
殻、汚泥、廃油など法律で定められた廃棄物のこと。
事業者は⾃らの責任で、これによる環境汚染を⽣
じさせないように適正に処理する責務がある。 
 

次世代自動車（P22、45、51） 

窒素酸化物（NOx）や粒⼦状物質（PM）など
の大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出
しない、燃費性能が優れているなどの環境にやさし
い⾃動⾞のこと。燃料電池⾃動⾞、電気⾃動⾞、
天然ガス⾃動⾞、ハイブリッド⾃動⾞、プラグインハ
イブリッド⾃動⾞、クリーンディーゼル⾃動⾞が挙げら
れる。 
 
循環経済（P8） 

資源を効率的に循環させ、持続可能な社会と経
済的な成⻑をめざすシステムのこと。サーキュラーエコ
ノミーと同義。 
 
水田貯留（P52） 

水⽥に⾬水をいつもより余分に貯めることで、下流
への急激な流出を抑制し、洪水被害を軽減させる
仕組みのこと。 
 
生物化学的酸素要求量（BOD）（P15） 

水中の有機物が微⽣物の働きによって分解されると
きに消費される酸素の量のことで、河川の有機汚濁
を測る代表的な指標。数値が高くなるほど汚濁物
質が多く、「汚い」と評価される。 
 
生物多様性基本法（P5） 

⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤をバランスよ
く推進することを定めた法律。豊かな⽣物多様性を
保全し、その恵みを将来にわたり享受できる⾃然と
共⽣する社会を実現することを目的としている。 
 
せん定枝（P40） 

公園の樹⽊や街路樹、庭⽊などの⽣育や樹形の
管理を目的に切りそろえた際の枝の切りくずのこと。 
 
た行 

 

脱炭素（P1） 

温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること。 
 
多面的機能（P7、26、29、30、58） 

農地が持つ⾷料⽣産の機能に加え、国⼟や⾃然
環境を守る役割、洪水・⼟砂崩れなどの防止、伝
統的な文化の継承、⼈々に安らぎを与える景観の
維持などの機能のこと。 
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田んぼの代かき（P23） 

⽥んぼに水を⼊れ、⼟を砕いて均平にしていく作業
のこと。稲をしっかりと育てるため、⽥植えの前に⾏う
重要な準備であるが、撹拌（かくはん）することで
濁りや肥料成分が河川に流れ、水質悪化の⼀因と
なることがある。 
 
地球温暖化対策の推進に関する法律（P1） 

国、地⽅公共団体、事業者、国⺠が⼀体となって
地球温暖化対策に取組むための枠組みを定めた
法律。地球温暖化対策計画を策定するとともに、
社会経済活動による温室効果ガスの排出の抑制
等を促進するための措置を講ずることなどにより、地
球温暖化対策の推進を図る。 
 

ディーゼル自動車（P51） 

軽油を燃料とする⾃動⾞で、従来は騒⾳が大きく
⿊煙を上げているイメージだったが、排出ガスや騒⾳
が低減されたクリーンディーゼル⾃動⾞が登場した。 
 
デコ活（P49） 

2022 年 10 ⽉に発⾜した脱炭素につながる新し
い豊かな暮らしを創る国⺠運動のこと。 
二酸化炭素（CO₂）を減らす（DE）脱炭素
（Decarbonization）と、環境に良いエコ
（Eco）を含む"デコ"と活動・⽣活を組み合わせた
新しい言葉。 
 
都市農地（P30） 

⽣産緑地法の規定により定められた⽣産緑地地区
区域内の農地のこと。 
 
な行 

 

二酸化硫黄（SO2）（P15） 

硫⻩分を含む⽯油や⽯炭の燃焼により⽣じる物質
で、⼯場が主な発⽣源となり、⾃然界では⽕山活
動でも放出される。濃度が高くなると、呼吸器に悪
影響を及ぼす。 
 
二酸化窒素（NO2）（P15） 

主として化⽯燃料の燃焼によって⽣じる物質で、発
⽣源としては⼯場のボイラーなどの固定発⽣源と⾃
動⾞などの移動発⽣源がある。濃度が高くなると、
呼吸器に悪影響を及ぼす。 

2050 年カーボンニュートラル（P8） 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、
2050 年の温室効果ガス排出量を実質ゼロにする
こと。 
 
ネイチャーポジティブ（自然再興）（P8） 

⾃然を回復軌道に乗せるため、⾃然の損失を⾷い
止め、回復させることを目指す取組のこと。 
 
燃料電池自動車（P45） 

搭載した燃料電池により発電した電⼒で⾛⾏する
⾃動⾞のこと。燃料として水素が⽤いられ、水素と
酸素を触媒により結合する過程で電気を発⽣させ
る。エネルギー利⽤効率が高く、排出ガスがクリーン
で、圧縮水素はエネルギー貯蔵効率が高いことが特
徴。 
 
農振農用地（P26、29） 

農業振興地域（総合的に農業振興を図り、優良
な農地を確保するために国の定める指針に基づい
て都道府県が指定した地域）内における、集団的
に存在する農⽤地や⼟地改良事業の施⾏にかか
る区域内の⽣産性の高い農地など、今後 10 年以
上の⻑期に渡り農業上の利⽤を確保すべき地域と
して、安城市農業振興地域整備計画の中の農⽤
地利⽤計画で定められた区域のこと。 
 
は行 

 

微小粒子状物質（PM2.5）（P15） 

浮遊粒⼦状物質のうち、粒径 2.5μm（マイクロメ
ートル︓μm=100 万分の 1m）以下の小さなも
ので、ものの燃焼や⼟壌の⾶散などによって直接排
出されるものと、硫⻩酸化物や窒素酸化物などのガ
ス状物質から環境大気中での化学反応により⽣成
されたものとがある。濃度が高くなると、健康被害が
発⽣することがある。 
 
浮遊粒子状物質（SPM）（P15） 
大気中に浮遊する粒⼦状物質のうち、粒径が
10μｍ（マイクロメートル︓μm=100 万分の 1ｍ）
以下のものをいう。⼯場やディーゼル⾞の排出ガス
など⼈為的発⽣源によるものと、⼟壌の⾶散など⾃
然発⽣源によるものがある。濃度が高くなると、健康
被害が発⽣することがある。 
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プラグインハイブリッド自動車（P45） 

家庭の外部コンセントから充電できるハイブリッド⾃
動⾞のこと。災害時に家庭内の電気使⽤に非常⽤
バッテリとして利⽤することができるものもある。 
 
や行 

 

優良農地（P26、30） 

農業振興地域の整備に関する法律により、農⽤地
区域として設定された農地のこと。良好な状態で維
持・保全し、かつ有効利⽤を図ることが求められる。 
 
要請限度（P7、16、21、58） 

⾃動⾞騒⾳がその限度を超えていることにより、道
路の周辺の⽣活環境が著しく損なわれていると認め
られるときに、市町村⻑が県公安委員会に道路交
通法の規定による措置を執るよう要請する際の限
度のこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



安城市環境基本計画改定（案）第３版 
平成２７年９⽉１４日修正 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２次安城市環境基本計画         

令和８年（2026 年）３月改定版 
 

安城市 環境部 環境都市推進課 
〒446-8501 愛知県安城市桜町 18 番 23 号 
TEL︓0566-76-1111（代表）  
FAX︓0566-76-1112 

 
 


